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新日鉄住金事件・韓国大法院判決と日韓請求権協定（二・完）
 

論　
　
　

説新
日
鉄
住
金
事
件
・
韓
国
大
法
院
判
決
と
日
韓
請
求
権
協
定（
二
・
完
）

和
　
　
仁
　
　
健 

太 

郎

は
じ
め
に

一　

日
韓
請
求
権
協
定
の
概
要

　

1　

一
条
（
経
済
協
力
）

　

2　

二
条
（
財
産
・
請
求
権
問
題
の
解
決
）

　

3　

日
韓
請
求
権
協
定
に
関
す
る
解
釈
上
の
論
点

二　

大
法
院
判
決
の
概
要

　

1　
「
徴
用
」
お
よ
び
「
強
制
動
員
」
の
概
念

　

2　

事
実
お
よ
び
訴
訟
手
続
の
概
要

　

3　

判
旨
（
以
上
、
六
九
巻
六
号
）

三　

大
法
院
判
決
の
検
討
・
評
価

　

1　

日
韓
請
求
権
協
定
の
事
項
的
適
用
範
囲

　

2　

不
法
な
植
民
支
配
と
の
「
直
結
」

お
わ
り
に
（
以
上
、
本
号
）

（阪大法学）70（1-1）　 1 〔2020.5〕



論　　　説

三　

大
法
院
判
決
の
検
討
・
評
価

　

大
法
院
判
決
に
よ
れ
ば
、「
日
本
政
府
の
韓
半
島
に
対
す
る
不
法
な
植
民
支
配
及
び
侵
略
戦
争
の
遂
行
と
直
結
し
た
日
本
企
業
の
反

人
道
的
な
不
法
行
為
を
前
提
と
す
る
強
制
動
員
被
害
者
の
日
本
企
業
に
対
す
る
慰
謝
料
請
求
権
」
は
、
日
韓
請
求
権
協
定
の
適
用
対
象

に
含
ま
れ
な
い
。
以
下
で
は
ま
ず
、
日
韓
請
求
権
協
定
の
事
項
的
適
用
範
囲
に
関
す
る
こ
の
解
釈
が
ど
の
よ
う
な
論
理
で
導
き
出
さ
れ

た
の
か
を
内
在
的
に
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
判
決
を
批
判
的
に
検
討
す
る
（
1
）。
次
に
、
大
法
院
判
決
に
よ
れ
ば
、
本
件
に
お
け
る
被

告
の
行
為
は
、
日
本
政
府
の
韓
半
島
に
対
す
る
不
法
な
植
民
支
配
お
よ
び
侵
略
戦
争
の
遂
行
と
「
直
結
」
し
た
不
法
行
為
に
当
た
る
。

被
告
の
行
為
が
日
本
に
よ
る
不
法
な
植
民
支
配
と
「
直
結
」
し
て
い
た
と
い
う
の
は
、
一
体
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
2
で
は
、
不

法
な
植
民
支
配
と
の
「
直
結
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

1　

日
韓
請
求
権
協
定
の
事
項
的
適
用
範
囲

　
（
1
）
問
題
の
所
在

　

日
韓
請
求
権
協
定
の
適
用
対
象
に
含
ま
れ
る
「
財
産
、
権
利
及
び
利
益
」
な
ら
び
に
「
請
求
権
」
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
協
定
の
条

文
上
、
次
の
二
つ
の
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　

第
一
に
、「
韓
国
の
対
日
請
求
要
綱
」（
い
わ
ゆ
る
「
八
項
目
」）
の
範
囲
に
属
す
る
請
求
は
、
日
韓
請
求
権
協
定
の
適
用
対
象
に
含

ま
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
合
意
議
事
録
二
項
⒢
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
八
項
目
」
の
う
ち
第
五
項
目
に
は
「
被
徴
用
韓
人

の
未
収
金
、
補
償
金
及
び
そ
の
他
の
請
求
権
の
弁
済
」
と
い
う
項
目
が
あ
る
か
ら
、
本
件
に
お
け
る
原
告
ら
の
請
求
が
こ
れ
に
該
当
し

な
い
か
が
ま
ず
問
題
に
な
る
。
こ
の
問
題
は
、
以
下
の
（
2
）
で
検
討
す
る
。
な
お
、
本
件
に
直
接
の
関
係
は
な
い
が
、「
こ
の
協
定

（阪大法学）70（1-2）　 2 〔2020.5〕



新日鉄住金事件・韓国大法院判決と日韓請求権協定（二・完）

の
署
名
の
日
ま
で
に
大
韓
民
国
に
よ
る
日
本
漁
船
の
だ
捕
か
ら
生
じ
た
す
べ
て
の
請
求
権
」
も
日
韓
請
求
権
協
定
の
適
用
対
象
に
含
ま

れ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
（
合
意
議
事
録
二
項
⒣
）。
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
李
承
晩
ラ
イ
ン
を
理
由
に
韓
国
が
一
九
五
二
年
以
降

に
行
っ
た
日
本
漁
船
拿
捕
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
日
本
に
よ
れ
ば
こ
う
し
た
拿
捕
は
国
際
法
上
違
法
で
あ
っ
て
日
本
は
本
来
賠
償
請

求
で
き
る
が
、
日
本
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
請
求
権
を
放
棄
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
二
条
二
項
に
規
定
さ
れ
た
二
種
類
の
「
財
産
、
権
利
及
び
利
益
」
─
─
在
日
韓
国
人
の
「
財
産
、
権
利
及
び
利
益
」
と
、

終
戦
後
の
通
常
の
接
触
の
過
程
に
お
い
て
新
た
に
発
生
し
た
関
係
に
基
づ
く
「
財
産
、
権
利
及
び
利
益
」
─
─
は
、
請
求
権
協
定
の
適

用
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
（
本
稿
一
2
参
照
）。
本
件
の
原
告
ら
は
在
日
韓
国
人
で
は
な
く
、
ま
た
、
原
告
ら
の
請
求
し
た
も
の
は
終

戦
後
の
通
常
の
接
触
の
過
程
に
お
い
て
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
二
条
二
項
に
よ
っ
て
協
定
の
適
用
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
も
の

に
当
た
ら
な
い
。

　

日
韓
請
求
権
協
定
お
よ
び
関
連
合
意
文
書
に
お
い
て
、
協
定
の
事
項
的
適
用
範
囲
を
限
定
す
る
明
文
規
定
は
、
協
定
二
条
二
項
し
か

存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
大
法
院
が
「
強
制
動
員
慰
謝
料
請
求
権
」
と
呼
ん
だ
も
の
が
協
定
の
適
用
対
象
外
だ
と
言
う
た
め
に
は
、

何
ら
か
の
理
屈
が
必
要
で
あ
る
。

　

協
定
の
文
言
以
外
の
も
の
（
理
屈
）
に
よ
っ
て
日
韓
請
求
権
協
定
の
事
項
的
適
用
範
囲
を
限
定
し
よ
う
と
す
る
解
釈
は
、
二
〇
一
八

年
大
法
院
判
決
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
現
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
二
〇
〇
五
年
の
韓
国
民
官
共
同
委
員
会
見
解
に
ま
で
遡
る
。

民
官
共
同
委
員
会
と
は
、
慰
安
婦
被
害
者
や
強
制
動
員
被
害
者
が
韓
国
政
府
に
対
し
日
韓
会
談
関
連
外
交
文
書
の
公
開
を
求
め
た
訴
訟

（
文
書
公
開
拒
否
処
分
取
消
訴
訟
）
で
原
告
が
勝
訴
し
た
の
を
受
け
、
韓
国
政
府
が
関
連
文
書
を
一
般
公
開
す
る
と
と
も
に
、
対
策
を

協
議
す
る
た
め
に
設
置
し
た
委
員
会
で
あ
る
。
同
委
員
会
の
共
同
代
表
は
当
時
の
韓
国
首
相
で
あ
り
、
同
委
員
会
の
見
解
は
、
日
韓
請

求
権
協
定
に
関
す
る
韓
国
政
府
の
公
式
見
解
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

（
68
）

（
69
）

（
70
）

（
71
）
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民
官
共
同
委
員
会
見
解
は
、
日
韓
請
求
権
協
定
の
性
質
に
つ
い
て
、「
韓
日
請
求
権
協
定
は
基
本
的
に
日
本
の
植
民
地
支
配
賠
償
を

請
求
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
条
約
第
四
条
に
基
づ
く
韓
日
両
国
間
の
財
政
的
・
民
事
的
債
権
債
務
関
係
を

解
決
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
」
と
し
た
上
で
、
協
定
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
ず
残
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、「
日
本
軍
慰
安
婦
問
題

等
、
日
本
政
府
・
軍
等
の
国
家
権
力
が
関
与
し
た
反
人
道
的
不
法
行
為
に
つ
い
て
は
、
請
求
権
協
定
に
よ
り
解
決
さ
れ
た
も
の
と
み
る

こ
と
は
で
き
ず
、
日
本
政
府
の
法
的
責
任
が
残
っ
て
い
る
」
と
述
べ
た
。
委
員
会
に
よ
れ
ば
、「
日
本
軍
慰
安
婦
問
題
」
の
ほ
か
、「
サ

ハ
リ
ン
同
胞
、
原
爆
被
害
者
問
題
も
韓
日
請
求
権
協
定
の
対
象
に
含
ま
れ
て
い
な
い
」。
他
方
、「
強
制
動
員
被
害
補
償
」
に
つ
い
て
、

委
員
会
は
、「
韓
日
交
渉
当
時
、
韓
国
政
府
は
日
本
政
府
が
強
制
動
員
の
法
的
賠
償
・
補
償
を
認
め
な
か
っ
た
た
め
、『
苦
痛
を
受
け
た

歴
史
的
被
害
事
実
』
に
基
づ
い
て
政
治
的
次
元
で
補
償
を
要
求
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
要
求
が
両
国
間
無
償
資
金
算
定
に
反
映

さ
れ
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
た
上
で
、「
請
求
権
協
定
は
請
求
権
の
各
項
目
別
に
金
額
を
決
定
し
た
の
で
は
な
く
、
政

治
交
渉
を
通
じ
て
総
額
決
定
方
式
で
妥
結
し
た
た
め
、
各
項
目
別
の
受
領
金
額
を
推
定
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
が
、
政
府
は
受
領
し
た

無
償
資
金
中
相
当
金
額
を
強
制
動
員
被
害
者
の
救
済
に
使
用
す
べ
き
道
義
的
責
任
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
」
と
述
べ
た
。

　

民
官
共
同
委
員
会
見
解
の
う
ち
、「
強
制
動
員
被
害
補
償
」
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
の
趣
旨
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
と
言
わ

れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
一
般
に
は
、
強
制
動
員
被
害
の
問
題
は
日
韓
請
求
権
協
定
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
た
問
題
に
含
ま
れ
る
と
い
う
見

解
を
述
べ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
民
官
共
同
委
員
会
見
解
に
よ
れ
ば
、
日
韓
請
求
権
協
定
の
適
用
対
象
か
ら
除
外
さ
れ

る
の
は
、「
日
本
政
府
・
軍
等
の
国
家
権
力
が
関
与
し
た
反
人
道
的
不
法
行
為
」
に
つ
い
て
の
「
日
本
政
府
の

0

0

0

0

0

法
的
責
任
」
で
あ
り
、

日
本
企
業
の
責
任

0

0

0

0

0

0

0

は
、
協
定
の
適
用
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
も
の
に
当
た
ら
な
い
。

　

新
日
鉄
住
金
事
件
に
関
す
る
二
〇
一
二
年
の
大
法
院
判
決
（
差
戻
判
決
）
は
、「
日
本
の
国
家
権
力
が
関
与
し
た
反
人
道
的
不
法
行

為
や
植
民
支
配
と
直
結
し
た
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
」
が
請
求
権
協
定
の
対
象
に
含
ま
れ
な
い
と
判
示
し
た
。
本
件
で
問

（
72
）

（
73
）

（
74
）

（
75
）

（
76
）
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題
に
な
っ
た
の
は
、
民
間
企
業
に
よ
っ
て
強
制
動
員

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
損
害
賠
償
請
求
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
二
〇
〇
五
年
民
官

共
同
委
員
会
見
解
で
は
日
韓
請
求
権
協
定
の
適
用
対
象
に
含
ま
れ
る
と
さ
れ
た
、「
強
制
動
員
被
害
補
償
」
の
問
題
で
あ
り
、
か
つ
、

日
本
企
業
の
責
任
の
問
題
で
あ
る
。
大
法
院
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
請
求
権
で
あ
っ
て
も
、「
日
本
の
国
家
権
力
が
関
与
し
た
反
人

道
的
不
法
行
為
や
植
民
支
配
と
直
結
」
し
て
い
れ
ば
、
請
求
権
協
定
の
適
用
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
二
〇
一
二
年

大
法
院
判
決
は
、
日
韓
請
求
権
協
定
の
事
項
的
適
用
範
囲
を
、
民
官
共
同
委
員
会
見
解
よ
り
も
さ
ら
に
絞
り
込
ん
だ
の
で
あ
る
。

　

本
稿
の
検
討
対
象
で
あ
る
二
〇
一
八
年
の
大
法
院
判
決
は
、
理
由
付
け
に
つ
い
て
も
結
論
に
つ
い
て
も
、
基
本
的
に
は
二
〇
一
二
年

大
法
院
判
決
を
踏
襲
し
て
い
る
が
、
二
〇
一
二
年
判
決
と
比
べ
る
と
理
由
付
け
が
か
な
り
詳
細
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
改
め
て
検
討
す

る
に
値
す
る
。

　

本
稿
二
3
（
1
）（
六
九
巻
六
号
五
一
頁
）
で
薬
師
寺
の
評
釈
に
倣
っ
て
整
理
し
た
よ
う
に
、
二
〇
一
八
年
大
法
院
判
決
の
根
拠
は
、

（
ア
）
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
条
約
四
条
論
、（
イ
）
経
済
協
力
資
金
と
請
求
権
問
題
の
対
価
関
係
否
定
論
、（
ウ
）
韓
半
島
支
配
の
性
格

に
関
す
る
合
意
不
成
立
に
よ
る
強
制
動
員
慰
謝
料
請
求
権
の
欠
落
論
の
三
つ
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、（
イ
）
は
、
注

（
17
）
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ま
っ
た
く
根
拠
に
な
っ
て
い
な
い
。
一
条
（
経
済
協
力
）
と
二
条
（
財
産
・
請
求
権
問
題
の
解
決
）
と
の

間
に
仮
に
対
価
関
係
が
な
い
と
し
て
も
、
何
の
対
価
も
受
け
取
る
こ
と
な
く
財
産
・
請
求
権
問
題
を
処
理
す
る
こ
と
は
完
全
に
可
能
で

あ
る
し
、
ま
た
、
も
し
一
条
と
二
条
と
の
間
に
対
価
関
係
が
な
い
と
い
う
理
由
で
「
強
制
動
員
慰
謝
料
請
求
権
」
が
請
求
権
協
定
の
適

用
対
象
外
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
な
ら
、
二
条
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
た
問
題
は
お
よ
そ
何
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
前
記
三
つ
の
根
拠
の
う
ち
検
討
に
値
す
る
の
は
、（
ア
）
と
（
ウ
）
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
以
下
で
は
こ
の
二
つ
の
根
拠
に
つ

い
て
検
討
す
る
が
（（
3
）、（
4
））、
そ
の
前
に
、
大
法
院
が
「
強
制
動
員
慰
謝
料
請
求
権
」
と
呼
ん
だ
も
の
が
、
い
わ
ゆ
る
「
八
項

目
」
中
の
第
五
項
目
「
被
徴
用
韓
人
の
未
収
金
、
補
償
金
及
び
そ
の
他
の
請
求
権
の
弁
済
」
に
当
た
ら
な
い
か
ど
う
か
を
検
討
す
る

（
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（（
2
））。

　
（
2
）「
八
項
目
」

　

日
韓
請
求
権
協
定
の
合
意
議
事
録
二
項
⒢
は
、「［
二
］
条
1
に
い
う
完
全
か
つ
最
終
的
に
解
決
さ
れ
た
こ
と
と
な
る
両
国
及
び
そ
の

国
民
の
財
産
、
権
利
及
び
利
益
並
び
に
両
国
及
び
そ
の
国
民
の
間
の
請
求
権
に
関
す
る
問
題
に
は
、
日
韓
会
談
に
お
い
て
韓
国
側
か
ら

提
出
さ
れ
た
『
韓
国
の
対
日
請
求
要
綱
』（
い
わ
ゆ
る
八
項
目
）
の
範
囲
に
属
す
る
す
べ
て
の
請
求
が
含
ま
れ
て
お
り
、
し
た
が
つ
て
、

同
対
日
請
求
要
綱
に
関
し
て
は
、
い
か
な
る
主
張
も
な
し
え
な
い
こ
と
と
な
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
」
と
規
定
す
る
。
こ
こ
で
言
及
さ

れ
て
い
る
「
韓
国
の
対
日
請
求
要
綱
」
と
は
、
一
九
五
二
年
の
第
一
次
日
韓
交
渉
に
お
い
て
韓
国
が
日
本
に
要
求
す
る
事
項
を
列
挙
し

た
協
定
要
綱
で
あ
り
、
次
の
八
項
目
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
。

①　
「
朝
鮮
銀
行
を
通
じ
て
搬
出
さ
れ
た
地
金
と
地
銀
の
返
還
」

②　
「
一
九
四
五
年
八
月
九
日
現
在
の
日
本
政
府
の
対
朝
鮮
総
督
府
債
務
の
弁
済
」

③　
「
一
九
四
五
年
八
月
九
日
以
後
韓
国
か
ら
振
替
又
は
送
金
さ
れ
た
金
員
の
返
還
」

④　
「
一
九
四
五
年
八
月
九
日
現
在
韓
国
に
本
社
、
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
が
あ
っ
た
法
人
の
在
日
財
産
の
返
還
」

⑤　
「
韓
国
法
人
又
は
韓
国
自
然
人
の
日
本
国
又
は
日
本
国
民
に
対
す
る
日
本
国
債
、
公
債
、
日
本
銀
行
券
、
被
徴
用
韓
人
の
未
収

金
、
補
償
金
及
び
そ
の
他
の
請
求
権
の
弁
済
」

⑥　
「
韓
国
人
（
自
然
人
及
び
法
人
）
の
日
本
政
府
又
は
日
本
人
（
自
然
人
及
び
法
人
）
に
対
す
る
権
利
の
行
使
に
関
す
る
原
則
」

⑦　
「
前
記
諸
財
産
又
は
請
求
権
か
ら
生
じ
た
諸
果
実
の
返
還
」

（
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⑧　
「
前
記
の
返
還
及
び
決
済
は
協
定
成
立
後
即
時
開
始
し
、
遅
く
と
も
六
ヵ
月
以
内
に
終
了
す
る
こ
と
」

　

合
意
議
事
録
は
こ
れ
ら
八
項
目
が
請
求
権
協
定
の
適
用
対
象
に
含
ま
れ
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
か
ら
、
⑤
の
「
被
徴
用
韓
人
の
未

収
金
、
補
償
金
及
び
そ
の
他
の
請
求
権
」
の
中
に
、
大
法
院
の
言
う
「
強
制
動
員
慰
謝
料
請
求
権
」
が
含
ま
れ
な
い
か
ど
う
か
が
問
題

に
な
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
大
法
院
は
、「
八
項
目
」
の
う
ち
⑤
を
除
く
七
項
目
の
「
ど
こ
に
も
日
本
植
民
支
配
の
不
法
性
を
前

提
と
す
る
内
容
は
な
い
」
か
ら
、
⑤
も
「
日
本
側
の
不
法
行
為
を
前
提
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
」
と
判
示
し
た
（
六
九
巻
六
号
四

八
─
四
九
頁
参
照
）。
つ
ま
り
、「
八
項
目
」
は
、
全
体
と
し
て
「
日
本
植
民
支
配
の
不
法
性
を
前
提
と
」
し
な
い
内
容
の
も
の
な
の
だ

か
ら
、
⑤
も
同
様
の
内
容
の
も
の
と
し
て
理
解
す
べ
き
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

大
法
官
金
哉
衡
お
よ
び
大
法
官
金
善
洙
は
、
判
決
に
付
し
た
補
充
意
見
の
中
で
、
次
の
三
点
を
挙
げ
て
判
決
の
理
由
付
け
を
補
強
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
第
五
項
目
に
言
う
「
徴
用
」
が
「
国
民
徴
用
令
に
よ
る
徴
用
の
み
を
意
味
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
原

告
ら
の
よ
う
に
募
集
方
式
ま
た
は
官
斡
旋
方
式
で
行
わ
れ
た
強
制
動
員
ま
で
含
ま
れ
る
の
か
も
明
ら
か
で
は
な
い
」。
第
二
に
、「
八
項

目
」
に
列
挙
さ
れ
た
も
の
は
「
す
べ
て
財
産
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
」
か
ら
、
第
五
項
目
に
列
挙
さ
れ
た
も
の
も
「
例
え
ば
徴
用
に
よ

る
労
働
の
対
価
と
し
て
支
払
わ
れ
る
賃
金
等
の
財
産
上
の
請
求
権
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
不
法
な
強
制
徴
用
に
よ
る
慰
謝
料
請

求
権
ま
で
含
ま
れ
る
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」。
第
三
に
、
第
五
項
目
は
「
補
償
金
」
の
語
を
使
用
し
て
い
る
が
、「
こ
れ
は
徴
用

が
適
法
で
あ
る
と
い
う
前
提
の
も
と
で
使
用
さ
れ
た
用
語
で
あ
り
、
不
法
性
を
前
提
と
し
た
慰
謝
料
が
含
ま
れ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
」。

　

大
法
院
判
決
お
よ
び
補
充
意
見
に
対
し
て
は
、「
八
項
目
」
中
の
第
五
項
目
が
「
そ
の
他
の
請
求
権
」
と
い
う
包
括
的
な
文
言
を
使

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
大
法
院
の
言
う
「
強
制
動
員
慰
謝
料
請
求
権
」
を
含
め
、
被
徴
用
韓
人
が
日
本
国
・
日
本
人
に
対
し
て
も
っ
て

（
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い
る
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
請
求
権
が
第
五
項
目
に
含
ま
れ
る
と
反
論
す
る
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
条
約
解
釈
原
則
の
一
つ

で
あ
るejusdem

 generis

原
則
に
よ
れ
ば
、
条
約
条
文
に
お
い
て
特
定
的
な
文
言
の
後
に
一
般
的
な
文
言
が
続
い
て
い
る
場
合
、
一

般
的
な
文
言
（「
そ
の
他
の
請
求
権
」）
は
、
そ
の
前
に
あ
る
特
定
的
な
文
言
（「
未
収
金
、
補
償
金
」）
と
同
じ
種
類
の
も
の
に
限
定
し

て
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
そ
う
で
な
け
れ
ば
一
般
的
な
文
言
の
前
に
特
定
的
な
文
言
が
あ
る
こ
と
の
意
味
が
な
く
な
っ
て
し
ま

う
）。
そ
う
だ
と
す
る
と
、「
そ
の
他
の
請
求
権
」
は
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
請
求
権
を
含
む
の
で
は
な
く
、「
未
収
金
、
補
償
金
」
に
類

す
る
性
格
を
も
つ
請
求
権
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、「
強
制
動
員
慰
謝
料
請
求
権
」
は
「
未
収
金
、
補
償
金
」
に
類
す

る
性
格
の
請
求
権
だ
と
論
ず
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
簡
単
な
作
業
だ
と
は
限
ら
な
い
。

　

た
だ
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
合
意
議
事
録
は
、「
八
項
目
」
の
範
囲
に
属
す
る
事
項
が
日
韓
請
求
権
協
定
の
適
用
対
象
に
「
含
ま
れ

る
」
と
言
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
事
項
が
協
定
の
適
用
対
象
に
「
含
ま
れ
な
い
」
と
は
言
っ
て
い
な
い
か
ら
、「
八

項
目
」
は
問
題
解
決
の
最
終
的
な
決
め
手
に
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
次
に
、
大
法
院
判
決
の
二
つ
の
根
拠
─
─
①
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

平
和
条
約
四
条
⒜
の
性
質
お
よ
び
②
日
本
に
よ
る
朝
鮮
半
島
統
治
の
違
法
性
に
つ
い
て
の
合
意
の
不
存
在
─
─
に
つ
い
て
検
討
す
る
必

要
が
あ
る
。

　
（
3
）
大
法
院
判
決
の
根
拠
①
：
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
四
条
⒜
の
性
質

　

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
四
条
⒜
は
、「
こ
の
条
の
⒝
の
規
定
を
留
保
し
て
、
日
本
国
及
び
そ
の
国
民
の
財
産
で
第
二
条
に
掲

げ
る
地
域
に
あ
る
も
の
並
び
に
日
本
国
及
び
そ
の
国
民
の
請
求
権
（
債
権
を
含
む
。）
で
現
に
こ
れ
ら
の
地
域
の
施
政
を
行
つ
て
い
る

当
局
及
び
そ
こ
の
住
民
（
法
人
を
含
む
。）
に
対
す
る
も
の
の
処
理
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
当
局
及
び
住
民
の
財
産
並
び

に
日
本
国
及
び
そ
の
国
民
に
対
す
る
こ
れ
ら
の
当
局
及
び
住
民
の
請
求
権
（
債
権
を
含
む
。）
の
処
理
は
、
日
本
国
と
こ
れ
ら
の
当
局

（
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と
の
間
の
特
別
取
極
の
主
題
と
す
る
」
と
規
定
す
る
。
日
本
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
二
条
に
よ
り
、
い
く
つ
か
の
地
域

（
朝
鮮
、
台
湾
お
よ
び
澎
湖
諸
島
、
千
島
列
島
お
よ
び
南
樺
太
、
日
本
の
旧
委
任
統
治
地
域
等
）
に
対
す
る
領
土
権
を
放
棄
し
た
が
、

そ
れ
ら
の
地
域
に
あ
る
日
本
・
日
本
国
民
の
財
産
や
、
そ
れ
ら
の
地
域
の
住
民
が
日
本
・
日
本
国
民
に
対
し
て
も
っ
て
い
る
請
求
権
な

ど
の
処
理
に
つ
い
て
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
は
具
体
的
に
は
何
も
決
め
ず
、
そ
れ
ら
の
地
域
の
施
政
当
局
と
日
本
と
の
間
の

特
別
取
極
に
委
ね
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
四
条
⒜
に
基
づ
い
て
締
結
さ
れ
た
特
別
取
極
と
し
て
は
、
日

韓
請
求
権
協
定
の
ほ
か
、
太
平
洋
諸
島
旧
委
任
統
治
地
域
に
つ
い
て
日
本
と
施
政
当
局
で
あ
る
米
国
と
の
間
に
締
結
さ
れ
た
一
九
六
九

年
の
「
太
平
洋
諸
島
信
託
統
治
地
域
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
日
本
国
と
の
間
の
協
定
」（
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
協
定
）
が
あ
る
。
ロ

シ
ア
（
旧
ソ
連
）、
北
朝
鮮
、
中
国
と
の
間
に
特
別
取
極
は
締
結
さ
れ
て
い
な
い
。

　

大
法
院
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
四
条
⒜
が
「
財
政
的
・
民
事
的
債
権
・
債
務
関
係
」
の
処
理
に
関
す
る
も
の
だ
と
言
う

の
で
あ
る
が
、
そ
の
趣
旨
や
、
そ
の
よ
う
に
言
え
る
根
拠
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
、
同
規
定
は
「
賠
償
」
で
は
な

く
国
家
承
継
─
─
あ
る
地
域
に
お
い
て
領
域
主
権
の
担
い
手
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
、
そ
の
地
域
に
あ
る
国
有
財
産
や
私
権
等
が
ど

の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
か
の
問
題
─
─
に
関
す
る
規
定
だ
、
と
い
う
の
が
大
法
院
判
決
の
趣
旨
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
過
去
の
平
和
条
約
で

は
、
敗
戦
国
が
領
土
権
を
放
棄
す
る
地
域
に
あ
る
国
有
財
産
や
私
権
等
の
問
題
は
、「
賠
償
」
的
に
で
は
な
く
国
家
承
継
的
に
処
理
さ

れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
必
ず
そ
の
よ
う
に
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
訳
で
は
な
い
。
四
条
⒜
が
定
め
て
い
る
の
は
、
日

本
と
関
係
国
が
交
渉
し
て
取
り
決
め
よ
、
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
り
、
合
意
さ
え
す
れ
ば
「
賠
償
」
の
問
題
を
特
別
取
極
の
中
に
含
め

る
こ
と
は
何
ら
排
除
さ
れ
て
い
な
い
。

　

そ
し
て
、
日
本
と
韓
国
が
締
結
し
た
特
別
取
極
で
あ
る
日
韓
請
求
権
協
定
は
、「
日
本
国
と
の
平
和
条
約
第
四
条
⒜
に
規
定
さ
れ
た

も
の
を
含
め
て

0

0

0

」
財
産
・
請
求
権
に
関
す
る
問
題
が
完
全
か
つ
最
終
的
に
解
決
さ
れ
た
こ
と
と
な
る
と
規
定
し
て
（
二
条
一
項
［
傍
点

（
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）
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引
用
者
］）、
平
和
条
約
四
条
⒜
の
範
囲
外
の
問
題
で
あ
っ
て
も
協
定
の
対
象
と
な
り
得
る
こ
と
を
示
唆
し
て
お
り
、
実
際
、
李
承
晩
ラ

イ
ン
を
理
由
と
す
る
日
本
漁
船
拿
捕
の
問
題
（
本
稿
三
1
（
1
）（
本
号
二
─
三
頁
）
参
照
）
の
よ
う
に
、
明
ら
か
に
四
条
⒜
の
範
囲

外
の
問
題
が
協
定
の
適
用
対
象
に
含
め
ら
れ
て
い
る
（
こ
の
問
題
は
一
九
五
二
年
以
降
に
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
て
国
家
承
継
の
問
題
で

は
あ
り
得
な
い
）。
つ
ま
り
、
国
交
正
常
化
の
前
に
解
決
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
日
本
と
韓
国
が
考
え
さ
え
す
れ
ば
、
平
和
条
約
四

条
⒜
の
対
象
外
の
事
項
に
つ
い
て
合
意
す
る
こ
と
は
、
完
全
に
可
能
で
あ
る
。

　

問
題
は
、
日
本
お
よ
び
韓
国
が
そ
の
よ
う
に
考
え
た
か
、
つ
ま
り
、
日
韓
請
求
権
協
定
に
よ
り
「
完
全
か
つ
最
終
的
に
解
決
さ
れ
た

こ
と
と
な
る
」
問
題
の
中
に
、
大
法
院
が
「
強
制
動
員
慰
謝
料
請
求
権
」
と
呼
ん
だ
も
の
を
含
め
る
合
意
が
日
韓
間
で
な
さ
れ
た
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
結
局
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
四
条
⒜
の
性
質
は
根
拠
に
な
り
得
ず
、
日
本
と
韓
国
と
の
間
に
な
さ
れ
た

合
意
内
容
そ
の
も
の
の
解
釈
が
必
要
に
な
る
（
大
法
院
判
決
の
根
拠
②
）。
次
に
、
こ
の
点
に
関
す
る
大
法
院
の
判
断
を
検
討
す
る
。

　
（
4
）
大
法
院
判
決
の
根
拠
②
：
日
本
に
よ
る
朝
鮮
半
島
統
治
の
違
法
性
に
つ
い
て
の
合
意
の
不
存
在

　

大
法
院
判
決
は
、
次
の
命
題
ⅰ
か
ら
命
題
ⅱ
を
導
く
論
理
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

ⅰ
日
韓
国
交
正
常
化
に
至
る
交
渉
に
お
い
て
、
日
本
と
韓
国
は
、
一
九
一
〇
年
（
日
韓
併
合
）
か
ら
一
九
四
五
年
ま
で
の
日
本
に
よ

る
朝
鮮
半
島
統
治
が
違
法
だ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
合
意
し
な
か
っ
た
。

ⅱ
日
本
と
韓
国
は
、
日
本
に
よ
る
朝
鮮
半
島
統
治
の
違
法
性
を
前
提
に
し
て
は
じ
め
て
生
じ
得
る
請
求
権
に
つ
い
て
も
合
意
せ
ず
、

そ
の
よ
う
な
請
求
権
の
問
題
は
請
求
権
協
定
の
外
に
置
か
れ
、
裁
判
等
に
よ
る
事
後
的
な
解
決
に
委
ね
ら
れ
た
。
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ま
ず
、
命
題
ⅰ
は
、
ま
っ
た
く
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
日
韓
請
求
権
協
定
と
同
時
に
締
結
さ
れ
た
日
韓
基
本
関
係
条
約

二
条
は
、「
一
九
一
〇
年
八
月
二
二
日
以
前
に
大
日
本
帝
国
と
大
韓
帝
国
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
す
べ
て
の
条
約
及
び
協
定
は
、
も
は

や
無
効
で
あ
る
（arealreadynullandvoid

）
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
」
と
定
め
て
い
る
（
旧
条
約
無
効
確
認
条
項
）。
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
、「
も
は
や
無
効
で
あ
る
」
と
い
う
奇
妙
な
表
現
が
採
用
さ
れ
た
の
は
、
第
二
次
日
韓
協
約
（
一
九
〇
五
年
）
お
よ
び

日
韓
併
合
条
約
（
一
九
一
〇
年
）
が
当
初
か
ら
無
効
だ
っ
た
の
か
（
韓
国
の
立
場
）、
韓
国
の
独
立
に
よ
っ
て
効
力
を
失
っ
た
の
か

（
日
本
の
立
場
）
に
つ
い
て
、
日
本
と
韓
国
が
合
意
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
無
効
」
と
い
う
言
葉
を
入
れ
る
こ
と

で
韓
国
の
解
釈
（
当
初
か
ら
「
無
効
」
だ
っ
た
）
を
許
容
す
る
と
同
時
に
、「
も
は
や
」
と
い
う
言
葉
を
入
れ
る
こ
と
で
日
本
の
解
釈

（
か
つ
て
は
有
効
だ
っ
た
が
現
在
で
は
「
も
は
や
」
効
力
が
な
く
な
っ
て
い
る
）
を
も
許
容
す
る
定
式
が
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
命
題
ⅰ
は
完
全
に
正
し
い
が
、
問
題
は
、
こ
こ
か
ら
命
題
ⅱ
が
出
て
く
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は

ま
ず
、
日
本
と
韓
国
は
、
韓
国
・
韓
国
人
が
日
本
・
日
本
人
に
対
し
て
要
求
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
す
べ
て
の
事
項
に
つ
い
て
交
渉
し

た
の
で
は
な
く
、
そ
の
一
部
に
つ
い
て
だ
け
交
渉
し
、
交
渉
し
た
範
囲
の
財
産
・
請
求
権
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
で
合
意
し
た
の
だ
、

と
い
う
理
解
が
あ
り
得
る
。
こ
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
交
渉
当
時
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
問
題
や
、
知
ら
れ
て
は
い
た
け
れ
ど
も
交
渉
の

対
象
に
し
な
か
っ
た
問
題
は
、
協
定
の
対
象
外
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
強
制
動
員
慰
謝
料
請
求
権
」
は
そ
の
よ
う
な
問
題
だ
と
い

う
の
が
大
法
院
の
判
断
で
あ
り
、
韓
国
政
府
も
現
在
で
は
こ
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
他
方
、
日
韓
請
求
権
協
定
は
、
交

渉
の
対
象
に
し
な
か
っ
た
も
の
や
、
将
来
出
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
未
知
の
問
題
も
含
め
、
韓
国
・
韓
国
人
と
日
本
・
日
本
人
と
の
間

の
財
産
・
請
求
権
の
問
題
を
す
べ
て
包
括
的
に
解
決
し
た
の
だ
、
と
い
う
理
解
も
あ
り
得
る
。
日
本
政
府
は
協
定
を
こ
の
よ
う
に
理
解

し
て
い
る
た
め
に
、
例
え
ば
慰
安
婦
問
題
や
「
旧
朝
鮮
半
島
出
身
労
働
者
」
問
題
な
ど
も
、
交
渉
当
時
に
知
ら
れ
て
い
た
問
題
で
あ
ろ

う
が
な
か
ろ
う
が
、
ま
た
、
交
渉
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
問
題
で
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
、
請
求
権
協
定
に
よ
っ
て
解
決
済
み
だ
と
い
う

（
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）

（
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）

（
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）
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立
場
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
二
つ
の
理
解
は
、
論
理
的
に
は

0

0

0

0

0

、
ど
ち
ら
も
あ
り
得
る
。
つ
ま
り
、
国
家
は
ど
ち
ら
の
内
容
の
条
約
を
結
ぶ
こ
と
も
可
能
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
問
題
は
、
日
本
と
韓
国
が
一
九
六
五
年
に
ど
ち
ら
の
内
容
の
合
意
を
し
た
か
で
あ
る
。

　

条
約
と
い
う
国
家
間
の
合
意
の
意
味
内
容
を
確
定
す
る
作
業
が
条
約
解
釈
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
条
約
解
釈
は
、
条
約
交
渉
者
が
条
約

締
結
時
に
ど
う
考
え
て
い
た
か
を
探
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
締
約
国
は
条
約
条
文
に
書
か
れ
た
内
容
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

同
意

し
た
の
で
あ
る
以
上
、
条
約
条
文
（「
用
語
の
通
常
の
意
味
」）
を
出
発
点
に
、
そ
れ
を
文
脈
（
条
約
文
全
体
や
条
約
の
関
連
合
意
な

ど
）
や
条
約
の
趣
旨
・
目
的
に
照
ら
し
て
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
れ
る
（
条
約
法
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
三
一
条
）。

　

そ
し
て
、
請
求
権
協
定
の
条
文
を
出
発
点
と
し
て
解
釈
す
る
限
り
、
同
協
定
は
韓
国
・
韓
国
人
と
日
本
・
日
本
人
と
の
間
の
財
産
・

請
求
権
の
問
題
を
す
べ
て
包
括
的
に
解
決
し
た
と
解
釈
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
協
定
二
条
三
項
は
、「
一
方
の
締
約
国
及
び
そ
の
国

民
の
他
方
の
締
約
国
及
び
そ
の
国
民
に
対
す
る
す
べ
て
の
請
求
権
で
あ
つ
て
同
日
［
こ
の
協
定
の
署
名
の
日
］
以
前
に
生
じ
た
事
由
に

基
づ
く
も
の
に
関
し
て
は
、
い
か
な
る
主
張
も
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
」
と
定
め
て
お
り
、「
い
か
な
る
主
張
も
す
る
こ

と
が
で
き
な
」
く
な
る
「
請
求
権
」
の
範
囲
は
、
協
定
署
名
の
日
以
前
に
生
じ
た
事
由
に
基
づ
く
も
の
と
い
う
形
で
、
時
間
的
に
限
定

さ
れ
て
い
る
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
（「
財
産
、
権
利
及
び
利
益
」
に
つ
い
て
も
、「
こ
の
協
定
の
署
名
の
日
に
他
方
の
締
約
国
の
管
轄
の

下
に
あ
る
も
の
」
と
い
う
形
で
時
間
的
な
限
定
を
か
け
て
い
る
）。
協
定
の
事
項
的
範
囲
を
限
定
す
る
条
文
は
、
日
韓
請
求
権
協
定
の

中
に
二
条
二
項
し
か
存
在
せ
ず
（
本
稿
一
2
参
照
）、
二
条
二
項
に
よ
っ
て
協
定
の
適
用
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
た
問
題
─
─
在
日
韓
国

人
の
「
財
産
、
権
利
及
び
利
益
」
と
、
終
戦
後
の
通
常
の
接
触
の
過
程
に
お
い
て
新
た
に
発
生
し
た
関
係
に
基
づ
く
「
財
産
、
権
利
及

び
利
益
」
─
─
の
中
に
、
大
法
院
が
「
強
制
動
員
慰
謝
料
請
求
権
」
と
呼
ん
だ
も
の
は
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

日
本
に
よ
る
朝
鮮
半
島
統
治
が
違
法
だ
っ
た
か
ど
う
か
、
ま
た
、
そ
の
違
法
性
を
前
提
に
し
て
は
じ
め
て
生
じ
る
請
求
権
が
あ
る
か

（
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ど
う
か
に
つ
い
て
、
日
本
と
韓
国
が
合
意
し
な
か
っ
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
請
求
権
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、

な
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
問
題
を
放
置
す
る
と
国
交
正
常
化
の
妨
げ
と
な
る
の
で
、
請
求
権
協
定
に
よ
っ
て
解
決
し
た
こ

と
に
し
た
の
だ
、
と
い
う
の
は
完
全
に
あ
り
得
る
話
で
あ
る
。
事
項
的
範
囲
を
限
定
す
る
こ
と
な
く
「
す
べ
て
の
請
求
権
」
に
つ
い
て

の
完
全
か
つ
最
終
的
な
解
決
を
規
定
し
た
請
求
権
協
定
の
条
文
は
、
こ
の
説
明
と
適
合
的
な
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
大
法
院
判
決
の
よ
う
な
協
定
解
釈
が
主
張
さ
れ
、
そ
れ
を
支
持
す
る
人
々
が
い
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
大

法
院
判
決
お
よ
び
そ
れ
を
支
持
す
る
人
々
の
理
屈
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
だ
と
理
解
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
権
利
の
存
在
は
お
ろ
か
、

そ
の
前
提
で
あ
る
植
民
地
支
配
の
違
法
性
す
ら
日
本
が
認
め
な
い
状
況
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
権
利
の
処
理
に
つ
い
て
日
本
と
韓
国
が

合
意
す
る
こ
と
は
、
あ
り
得
な
い

0

0

0

0

0

、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
①
権
利
の
存
否
を
確
認
し
、
②
権
利
の
総
額
を
確
定
し
た
後

に
、
③
い
く
ら
で
手
を
打
つ
か
に
つ
い
て
合
意
す
る
、
と
い
う
順
序
で
で
き
た
条
約
な
の
で
あ
れ
ば
そ
の
と
お
り
か
も
し
れ
な
い
。
①

は
③
の
不
可
欠
の
前
提
で
あ
り
、
①
に
つ
い
て
合
意
す
る
こ
と
な
し
に
③
に
つ
い
て
合
意
す
る
こ
と
は
、「
あ
り
得
な
い
」
か
ら
で
あ

る
。

　

し
か
し
、
日
韓
請
求
権
協
定
は
、
そ
の
よ
う
な
順
序
で
合
意
さ
れ
た
条
約
で
は
な
い
。
日
韓
請
求
権
協
定
は
、
朝
鮮
戦
争
に
よ
る
資

料
の
散
逸
な
ど
に
よ
り
事
実
関
係
の
立
証
が
極
め
て
困
難
だ
っ
た
状
況
に
お
い
て
、
権
利
を
一
つ
一
つ
積
み
重
ね
て
い
っ
て
支
払
い
額

を
決
め
る
方
式
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
、「
ど
ん
ぶ
り
勘
定
」
で
問
題
を
解
決
し
た
こ
と
に
し
た
条
約
で
あ
る
。
そ
う

だ
と
す
れ
ば
、
権
利
の
存
否
や
、
そ
の
前
提
と
な
る
植
民
地
支
配
の
違
法
性
に
つ
い
て
合
意
し
て
い
な
く
て
も
、
財
産
・
請
求
権
問
題

の
解
決
に
つ
い
て
合
意
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
、
韓
国
は
、
二
条
二
項
以
外
に
協
定
の
事
項
的
適
用
範
囲
を
限
定
す
る
条

文
の
な
い
日
韓
請
求
権
協
定
を
批
准
し
、
同
協
定
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
に
同
意
し
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
を
総
合
す
る
と
、
日
韓
請
求
権
協
定
は
、
二
条
二
項
に
よ
っ
て
協
定
の
適
用
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
た
も
の
を
除
き
、
ま
た
、
二

（
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条
三
項
に
よ
っ
て
時
間
的
に
限
定
さ
れ
た
範
囲
に
お
い
て
、
日
本
国
・
日
本
人
と
韓
国
・
韓
国
人
と
の
間
の
「
請
求
権
」
な
ら
び
に

「
財
産
、
権
利
及
び
利
益
」
の
問
題
を
包
括
的
に
処
理
し
た
と
解
釈
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
そ
し
て
、
大
法
院
が
「
強
制
動
員
慰
謝

料
請
求
権
」
と
呼
ん
だ
も
の
は
、
二
条
二
項
に
よ
っ
て
協
定
の
適
用
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
た
も
の
に
当
た
ら
な
い
か
ら
、
請
求
権
協
定

の
適
用
対
象
の
中
に
含
ま
れ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

　
「
強
制
動
員
慰
謝
料
請
求
権
」
が
日
韓
請
求
権
協
定
の
適
用
対
象
に
含
ま
れ
る
と
い
う
結
論
は
、
大
法
官
金
昭
英
、
大
法
官
李
東
遠

お
よ
び
大
法
官
盧
貞
姫
が
個
別
意
見
の
中
で
、
ま
た
、
大
法
官
権
純
一
お
よ
び
大
法
官
趙
載
淵
が
反
対
意
見
の
中
で
挙
げ
て
い
る
次
の

よ
う
な
事
実
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
韓
国
は
、
日
韓
請
求
権
協
定
締
結
後
、
請
求
権
資
金
法
（
一
九
六
六
年
）、
請
求

権
申
告
法
（
一
九
七
一
年
）
お
よ
び
請
求
権
補
償
法
（
一
九
七
四
年
）
を
制
定
し
、
被
徴
用
死
亡
者
に
対
す
る
補
償
を
行
っ
た
。
ま
た
、

二
〇
〇
七
年
に
は
、
従
来
の
補
償
が
不
十
分
で
あ
っ
た
と
の
反
省
か
ら
、
犠
牲
者
支
援
法
を
制
定
し
て
、「
強
制
動
員
犠
牲
者
」
や

「
強
制
動
員
生
還
者
」
に
対
し
慰
労
金
や
支
援
金
を
支
給
し
た
。
金
昭
英
・
李
東
遠
・
盧
貞
姫
個
別
意
見
と
権
純
一
・
趙
載
淵
反
対
意

見
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
も
し
「
強
制
動
員
慰
謝
料
請
求
権
」
が
日
韓
請
求
権
協
定
の
適
用
対
象
外
で
あ
る
な
ら
ば
、
韓
国
が
以
上
の

よ
う
な
補
償
措
置
を
と
る
理
由
を
見
出
し
難
い
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
金
昭
英
・
李
東
遠
・
盧
貞
姫
個
別
意
見
は
、
次
の
よ
う
な
事
実
も
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
六
一
年
五
月
一
〇

日
の
第
五
次
韓
日
会
談
予
備
会
談
一
般
請
求
権
小
委
員
会
第
一
三
次
会
議
に
お
い
て
、
韓
国
は
、「
他
国
の
国
民
を
強
制
的
に
動
員
す

る
こ
と
に
よ
り
被
っ
た
被
徴
用
者
の
精
神
的
、
肉
体
的
苦
痛
に
対
す
る
補
償
」
を
要
求
し
、
同
年
一
二
月
一
五
日
の
会
議
で
は
、
強
制

動
員
被
害
補
償
金
を
三
億
六
、
四
〇
〇
万
ド
ル
と
算
定
し
て
、
そ
れ
を
含
む
総
額
一
二
億
二
、
〇
〇
〇
万
ド
ル
の
支
払
い
を
日
本
に
要

求
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
は
、
被
徴
用
者
の
具
体
的
な
人
数
や
証
拠
資
料
を
要
求
し
て
交
渉
は
難
航
し
た
が
、
そ
の
後
、
証
明

の
困
難
等
を
理
由
に
有
償
・
無
償
の
経
済
協
力
の
形
式
を
と
り
、
金
額
を
相
当
程
度
引
き
上
げ
、
そ
の
代
わ
り
に
請
求
権
を
放
棄
す
る
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方
式
を
提
案
し
た
。
韓
国
は
、
金
員
を
純
弁
済
お
よ
び
借
款
の
名
目
で
受
領
す
る
が
、
具
体
的
な
金
額
は
項
目
別
に
区
別
せ
ず
に
総
額

の
み
を
表
示
す
る
方
式
を
再
提
案
し
、
そ
の
後
の
具
体
的
な
調
整
過
程
を
経
て
協
定
が
締
結
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
請
求
権
協
定
の

交
渉
に
お
い
て
、
韓
国
は
、
具
体
的
な
金
額
ま
で
提
示
し
て
「
被
徴
用
者
の
精
神
的
、
肉
体
的
苦
痛
」
に
つ
い
て
の
金
銭
の
支
払
い
、

つ
ま
り
、
強
制
動
員
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
慰
謝
料
の
支
払
い
を
要
求
し
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
請
求
権
協
定
に
よ
っ
て
最
終
的
に

合
意
さ
れ
た
金
額
は
、
韓
国
側
の
当
初
の
要
求
（
総
額
一
二
億
二
、
〇
〇
〇
万
ド
ル
）
よ
り
も
か
な
り
少
な
い
が
（
生
産
物
お
よ
び
役

務
の
供
与
三
億
ド
ル
＋
長
期
低
利
借
款
二
億
ド
ル
）、
そ
れ
は
、
交
渉
の
結
果
最
終
的
に
そ
の
金
額
で
落
ち
着
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
一
九
六
一
年
か
ら
一
九
六
五
年
ま
で
の
ど
こ
か
の
段
階
で
「
強
制
動
員
慰
謝
料
請
求
権
」
の
問
題
が
請
求
権
協
定
の
対
象
か
ら
外

さ
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
は
な
い
。

　

な
お
、
金
昭
英
・
李
東
遠
・
盧
貞
姫
個
別
意
見
と
権
純
一
・
趙
載
淵
反
対
意
見
が
指
摘
し
た
事
実
（
韓
国
に
よ
る
補
償
措
置
お
よ
び

請
求
権
協
定
の
交
渉
過
程
）
は
、
も
ち
ろ
ん
大
法
院
多
数
意
見
も
認
識
し
て
い
た
。
大
法
院
多
数
意
見
は
、
こ
れ
ら
の
事
実
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
判
断
し
た
。
ま
ず
、
強
制
動
員
被
害
者
に
対
し
て
韓
国
政
府
が
補
償
措
置
を
講
じ
た
事
実
に
つ
い
て
、
大
法
院
多
数
意
見

は
、
二
〇
〇
五
年
民
官
共
同
委
員
会
見
解
や
二
〇
〇
七
年
犠
牲
者
支
援
法
に
お
い
て
、
強
制
動
員
被
害
者
へ
の
補
償
が
「
道
義
的
次

元
」
あ
る
い
は
「
人
道
的
次
元
」
か
ら
の
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
指
摘
の
趣
旨
は
や
や
不
明
瞭
で
あ
る

が
、
お
そ
ら
く
、
強
制
動
員
被
害
の
問
題
は
日
韓
請
求
権
協
定
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
て
い
な
い
問
題
だ
か
ら
日
本
国
ま
た
は
日
本
企
業

に
法
的
責
任
が
残
っ
て
お
り
、
韓
国
政
府
に
は
補
償
を
行
う
法
的
責
任
は
な
い
け
れ
ど
も
、
被
害
者
が
十
分
に
救
済
さ
れ
て
い
な
い
現

状
に
鑑
み
て
、「
道
義
的
次
元
」
あ
る
い
は
「
人
道
的
次
元
」
か
ら
補
償
を
行
っ
た
の
だ
と
い
う
趣
旨
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
民
官
共

同
委
員
会
が
言
っ
た
の
は
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
同
委
員
会
に
よ
れ
ば
、
請
求
権
協
定
は
要
求
項
目
別
に
金
額
を
決

定
し
た
の
で
は
な
く
、
政
治
交
渉
を
通
じ
て
総
額
決
定
方
式
で
妥
結
し
た
協
定
で
あ
る
た
め
、
項
目
別
に
金
額
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
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き
な
い
が
、
協
定
一
条
に
基
づ
い
て
韓
国
が
受
け
取
っ
た
無
償
三
億
ド
ル
に
は
、「
個
人
財
産
権
（
保
険
・
預
金
等
）、
朝
鮮
総
督
府
の

対
日
債
権
等
韓
国
政
府
が
国
家
と
し
て
有
す
る
請
求
権
、
強
制
動
員
被
害
補
償
問
題
解
決
の
性
格
の
資
金
等
が
包
括
的
に
勘
案
さ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

［
れ

0

0

］
て
い
る

0

0

0

と
み
る
べ
き
で
あ
る
」。
つ
ま
り
、
内
訳
は
明
ら
か
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
協
定
一
条
に
基
づ
い
て
韓
国
が
受
け
取
っ

た
経
済
協
力
資
金
の
中
に
、「
強
制
動
員
被
害
補
償
問
題
解
決
の
性
格
の
資
金
」
が
含
ま
れ
て
い
る
と
委
員
会
は
明
言
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
に
続
け
て
委
員
会
は
、
一
九
六
〇
年
代
〜
七
〇
年
代
に
韓
国
が
強
制
動
員
被
害
者
に
対
し
て
行
っ
た
補
償
は
、
対
象
を
死

亡
者
に
限
定
し
た
点
な
ど
に
お
い
て
、「
道
義
的
次
元
か
ら
み
て
…
…
不
充
分
だ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
道
義
的
」
と
い

う
の
は
、
次
の
よ
う
な
意
味
だ
と
理
解
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
請
求
権
協
定
一
条
に
基
づ
い
て
受
け
取
っ
た
経
済
協
力
資
金
を
韓
国
が

何
に
使
お
う
が
協
定
上
は
自
由
で
あ
り
、
強
制
動
員
被
害
者
に
対
す
る
補
償
の
た
め
に
使
う
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か

し
、
協
定
一
条
に
基
づ
く
経
済
協
力
の
総
額
を
決
定
す
る
に
当
た
っ
て
「
強
制
動
員
被
害
補
償
問
題
解
決
の
性
格
の
資
金
」
が
勘
案
さ

れ
て
い
た
以
上
、
韓
国
政
府
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
一
部
を
強
制
動
員
被
害
者
へ
の
補
償
に
使
う
こ
と
を
、
道
義
的
に
は

0

0

0

0

0

義
務
づ
け
ら

れ
て
い
る
。「
道
義
的
」
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
意
味
で
あ
り
、
民
官
共
同
委
員
会
は
、
強
制
動
員
被
害
補
償
問
題
が
日
韓
請
求
権
協

定
の
対
象
外
の
問
題
だ
っ
た
と
は
言
っ
て
い
な
い
（
む
し
ろ
逆
に
、
協
定
の
適
用
対
象
に
含
ま
れ
る
と
言
っ
て
い
る
）。
二
〇
〇
七
年

犠
牲
者
支
援
法
に
お
い
て
強
制
動
員
犠
牲
者
へ
の
慰
労
金
支
払
い
が
「
人
道
的
見
地
か
ら
」
の
も
の
と
さ
れ
た
こ
と
も
、
民
官
共
同
委

員
会
見
解
に
お
け
る
「
道
義
的
次
元
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
と
同
様
に
理
解
で
き
る
。
さ
ら
に
、
同
法
一
条
は
、「
こ
の
法
は
一
九
六

0

0

0

五
年
に
締
結
さ
れ
た
『
大
韓
民
国
と
日
本
国
間
の
財
産
及
び
請
求
権
に
関
す
る
問
題
解
決
と
経
済
協
力
に
関
す
る
協
定
』
に
関
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
国

家
が
太
平
洋
戦
争
前
後
国
外
強
制
動
員
犠
牲
者
と
そ
の
遺
族
等
に
人
道
的
見
地
か
ら
慰
労
金
等
を
支
援
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
苦
痛

を
治
癒
し
国
民
和
合
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
と
規
定
し
て
お
り
［
傍
点
引
用
者
］、
強
制
動
員
犠
牲
者
へ
の
慰
労
金
支
払

い
が
、
日
韓
請
求
権
協
定
に
関
連
す
る
問
題
で
あ
る
こ
と
を
む
し
ろ
示
唆
し
て
い
る
。
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次
に
、
協
定
の
交
渉
過
程
に
お
い
て
韓
国
側
の
交
渉
担
当
者
が
強
制
動
員
被
害
に
つ
い
て
の
補
償
を
求
め
た
事
実
に
つ
い
て
、
大
法

院
多
数
意
見
は
、「
大
韓
民
国
や
日
本
の
公
式
見
解
で
な
く
、
具
体
的
な
交
渉
過
程
で
交
渉
担
当
者
が
話
し
た
こ
と
に
過
ぎ
ず
」、「
交

渉
で
有
利
な
地
位
を
占
め
よ
う
と
い
う
目
的
か
ら
始
ま
っ
た
発
言
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
余
地
が
大
き
」
い
と
述
べ
た
。
つ

ま
り
、
強
制
動
員
被
害
補
償
は
も
と
も
と
請
求
権
協
定
交
渉
と
無
関
係
の
問
題
な
の
だ
け
れ
ど
も
、
交
渉
を
有
利
に
進
め
る
た
め
に
韓

国
側
の
交
渉
者
が
試
し
に
要
求
し
て
み
た
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
請
求
権
協
定
交
渉
と
無
関
係
の
事
項
な
ら
そ
れ

を
持
ち
出
し
て
も
意
味
は
な
い
は
ず
で
あ
り
─
─
本
当
に
無
関
係
な
ら
、
交
渉
中
の
協
定
と
無
関
係
だ
と
言
わ
れ
て
そ
れ
で
終
わ
り
で

あ
ろ
う
─
─
、
韓
国
側
が
三
億
六
、
四
〇
〇
万
ド
ル
と
い
う
具
体
的
な
金
額
ま
で
示
し
て
こ
の
問
題
を
持
ち
出
し
、
そ
れ
に
対
し
て
日

本
側
が
具
体
的
な
人
数
や
証
拠
資
料
の
提
示
を
求
め
た
事
実
は
、
日
韓
の
そ
れ
ぞ
れ
の
交
渉
者
が
こ
の
問
題
を
請
求
権
協
定
の
対
象
と

な
る
事
項
と
認
識
し
て
交
渉
し
て
い
た
と
理
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
大
法
院
多
数
意
見
の
言
っ
て
い
る
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
あ
り

得
な
い
と
ま
で
は
言
い
切
れ
な
い
と
し
て
も
、
相
当
に
不
自
然
な
説
明
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
、
そ
の
よ
う
に
言
え
る
根
拠
は
何
も
示

さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

2　

不
法
な
植
民
支
配
と
の
「
直
結
」

　

こ
こ
ま
で
大
法
院
判
決
を
批
判
的
に
検
討
し
て
き
た
が
、
こ
こ
で
も
う
一
度
、
判
決
の
内
在
的
論
理
に
立
ち
戻
る
こ
と
に
し
よ
う
。

大
法
院
判
決
の
基
本
構
造
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
本
件
に
お
い
て
原
告
ら
の
請
求
を
認
容
す
る
た
め
に
は
、
次
の
四
つ
の
命
題

の
す
べ
て
が
言
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

①　

一
九
一
〇
年
か
ら
一
九
四
五
年
ま
で
の
日
本
に
よ
る
朝
鮮
半
島
統
治
の
違
法
性
に
つ
い
て
、
日
本
と
韓
国
は
合
意
し
な
か
っ
た
。
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②　

日
本
に
よ
る
朝
鮮
半
島
統
治
の
違
法
性
を
前
提
に
し
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
請
求
権
（
不
法
な
植
民
支
配
と
「
直
結
」
し
た
日

本
企
業
の
不
法
行
為
に
つ
い
て
の
請
求
権
）
の
処
理
に
つ
い
て
も
、
日
本
と
韓
国
は
合
意
せ
ず
、
問
題
は
未
解
決
の
ま
ま
残
さ
れ

た
。

　

③　

一
九
一
〇
年
か
ら
一
九
四
五
年
ま
で
の
日
本
に
よ
る
朝
鮮
半
島
統
治
は
違
法
で
あ
っ
た
。

　

④　

本
件
に
お
け
る
原
告
ら
の
請
求
は
、
日
本
に
よ
る
不
法
な
植
民
支
配
と
「
直
結
」
し
た
不
法
行
為
に
つ
い
て
の
請
求
で
あ
る
。

　

①
は
そ
の
と
お
り
で
あ
る
が
②
は
言
え
な
い
と
い
う
の
が
本
稿
三
1
で
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
①
も
②
も
言

え
る
と
い
う
の
が
大
法
院
の
立
場
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
前
提
に
、
大
法
院
が
次
に
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
が
③
と
④
で
あ

る
。

　

本
件
に
お
い
て
原
告
ら
の
請
求
を
認
容
す
る
た
め
に
③
を
言
う
必
要
は
な
い
は
ず
だ
と
言
う
人
も
い
る
が
、
そ
う
で
は
な
か
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
大
法
院
判
決
の
論
理
構
成
に
お
い
て
、
日
韓
請
求
権
協
定
の
適
用
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
も
の
は
、
日
本
に
よ
る
朝
鮮
半

島
統
治
が
違
法
だ
っ
た
こ
と
を
前
提
に
し
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
請
求
権
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
②
）。
日
本
に
よ
る
朝
鮮
半
島
統

治
が
違
法
で
あ
っ
て
も
合
法
で
あ
っ
て
も
法
律
上
成
立
す
る
請
求
権
な
ら
ば
、
そ
の
処
理
に
つ
い
て
日
本
と
韓
国
と
の
間
に
合
意
が
成

立
し
な
い
理
由
が
─
─
大
法
院
判
決
の
論
理
構
成
の
上
で
は
─
─
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
本
に
よ
る
朝
鮮
半

0
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島
統
治
の
違
法
性
を
主
張
す
る
韓
国
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
存
在
す
る
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0

0

0

0

け
れ
ど
も
、
そ
の
合
法
性
を
主
張
す
る
日
本
の
観
点
か
ら
す
れ
ば

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

存
在
し
な
い

0

0

0

0

0

請
求
権
（
権
利
・
法
律
関
係
）
と
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
不
法
な
植
民
支
配
と
「
直
結
」
し
た
日
本
企
業
の

不
法
行
為
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
で
、
裁
判
所
が
請
求
を
認
容
す
る
以
上
、
日
韓
間
に
お
け
る
合
意
の

不
存
在
（
②
）
を
言
う
だ
け
で
は
足
り
ず
、
そ
の
よ
う
な
請
求
権
─
─
日
本
に
よ
る
朝
鮮
半
島
統
治
が
合
法
だ
っ
た
な
ら
ば
存
在
し
な
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い
け
れ
ど
も
違
法
だ
っ
た
な
ら
ば
存
在
す
る
請
求
権
─
─
が
、
法
律
上
実
際
に
存
在
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ

れ
を
言
う
た
め
に
は
、
日
本
に
よ
る
朝
鮮
半
島
統
治
が
違
法
だ
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
③
）。
大
法
院
判
決
の
論
理
構
成

か
ら
す
る
と
、
日
本
に
よ
る
朝
鮮
半
島
統
治
は
違
法
だ
っ
た
と
言
え
な
け
れ
ば
困
る
け
れ
ど
も
、
他
方
で
、
そ
の
違
法
性
に
つ
い
て
一

九
六
五
年
に
日
本
と
韓
国
が
合
意
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
も
逆
に
困
る
の
で
あ
る
。
大
法
院
判
決
の
論
理
構
成
は
、
①
〜
④
の
四
命

題
の
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
の
上
に
成
り
立
っ
て
お
り
、
ど
れ
か
一
つ
で
も
崩
れ
る
と
す
べ
て
が
崩
壊
し
て
し
ま
う
作
り
に
な
っ
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
、
一
九
一
〇
年
か
ら
一
九
四
五
年
ま
で
の
日
本
に
よ
る
朝
鮮
半
島
統
治
は
、
い
か
な
る
意
味
で
違
法
だ
っ
た
の
か
（
③
）。

そ
し
て
、
本
件
に
お
け
る
被
告
の
行
為
が
日
本
に
よ
る
違
法
な
植
民
支
配
と
「
直
結
」
し
て
い
た
と
い
う
の
は
、
一
体
ど
う
い
う
意
味

か
（
④
）。

　

ま
ず
、
③
に
つ
い
て
、
大
法
院
は
特
に
何
も
説
明
し
て
い
な
い
。
旧
条
約
の
効
力
お
よ
び
日
本
に
よ
る
朝
鮮
半
島
統
治
の
合
法
性
に

関
す
る
韓
国
政
府
の
従
来
か
ら
の
立
場
は
、
一
九
〇
五
年
の
第
二
次
日
韓
協
約
（
日
韓
保
護
条
約
）
が
条
約
交
渉
者
個
人
に
対
す
る
強

制
の
結
果
締
結
さ
れ
た
条
約
で
あ
っ
て
当
初
か
ら
無
効
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
同
条
約
に
よ
っ
て
韓
国
の
外
交
権
を
奪
っ
た
上
で
締
結

さ
れ
た
日
韓
併
合
条
約
も
無
効
で
あ
る
か
ら
、
日
本
の
朝
鮮
半
島
統
治
は
国
際
法
上
の
権
原
を
欠
く
違
法
な
支
配
だ
っ
た
、
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
大
法
院
判
決
が
こ
の
問
題
に
つ
い
て
何
も
検
討
し
て
い
な
い
の
は
、
お
そ
ら
く
、
日
韓
併
合
条
約
が
当
初
か
ら
無
効
だ
っ

た
と
い
う
の
は
韓
国
国
内
で
は
自
明
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、「
日
帝
強
占
期
の
日
本
の
韓
半
島
支
配
は
規
範
的
観
点
か

ら
不
法
な
強
占
に
過
ぎ
」
な
か
っ
た
と
い
う
認
識
は
「
大
韓
民
国
憲
法
の
核
心
的
価
値
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
か
ら
、
韓
国
法
の
適
用
機

関
で
あ
る
大
法
院
と
し
て
は
、
そ
れ
に
反
す
る
国
際
法
解
釈
─
─
日
本
に
よ
る
朝
鮮
半
島
統
治
は
合
法
で
あ
っ
た
と
い
う
解
釈
─
─
を

採
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
事
情
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
日
本
に
よ
る
朝
鮮
半
島
統
治
の
違
法
性
を
韓
国
政
府
が

対
外
的
に
説
明
す
る
際
に
は
、「
韓
国
憲
法
が
そ
れ
を
前
提
に
し
て
い
る
」
と
い
う
説
明
は
当
然
通
用
し
な
い
か
ら
、
前
述
し
た
よ
う
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に
、
第
二
次
日
韓
協
約
が
条
約
交
渉
者
個
人
に
対
す
る
強
制
の
結
果
締
結
さ
れ
た
条
約
だ
か
ら
当
初
か
ら
無
効
だ
っ
た
と
い
う
説
明
を

す
る
の
だ
ろ
う
。

　

次
に
、
④
に
関
す
る
大
法
院
の
判
断
は
非
常
に
わ
か
り
に
く
い
。
す
な
わ
ち
、
本
判
決
に
お
い
て
認
定
さ
れ
た
被
告
の
損
害
賠
償
責

任
は
、
本
件
法
律
関
係
が
成
立
し
た
当
時
の
韓
国
国
際
私
法
で
あ
っ
た
日
本
の
法
例
（
一
八
九
八
年
法
律
一
〇
号
）
に
よ
り
準
拠
法
と

し
て
指
定
さ
れ
る
と
解
さ
れ
る
韓
国
の
現
行
民
法
に
基
づ
く
、
同
民
法
上
の
不
法
行
為
責
任
で
あ
る
。
民
間
企
業
で
あ
る
被
告
の
不
法

行
為
責
任
を
認
定
す
る
た
め
で
あ
れ
ば
、
被
告
が
原
告
ら
を
強
制
連
行
（
強
制
動
員
）
し
た
、
ま
た
は
原
告
ら
を
強
制
労
働
に
従
事
さ

せ
た
事
実
を
認
定
す
れ
ば
済
む
は
ず
で
あ
っ
て
、
日
本
に
よ
る
朝
鮮
半
島
統
治
が
違
法
で
あ
っ
た
と
か
、
被
告
の
行
為
が
違
法
な
植
民

支
配
と
「
直
結
」
し
て
い
た
な
ど
と
言
う
必
要
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
実
際
、
新
日
鉄
住
金
事
件
に
関
す
る
日
本
で
の
訴
訟
に
お
い

て
、
裁
判
所
は
、
原
告
ら
は
自
ら
の
意
思
で
労
働
者
募
集
に
応
じ
た
の
だ
か
ら
強
制
連
行
が
行
わ
れ
た
と
は
言
え
な
い
と
し
つ
つ
、
劣

悪
な
環
境
に
お
い
て
危
険
極
ま
り
な
い
作
業
に
従
事
さ
せ
ら
れ
た
原
告
ら
の
労
働
内
容
は
強
制
労
働
に
該
当
す
る
と
認
定
し
て
、「
日

本
製
鐵
に
は
、
賃
金
未
払
、
強
制
労
働
、
そ
れ
ぞ
れ
に
関
し
て
債
務
不
履
行
及
び
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
責
任
が
認
め
ら
れ

る
」
と
判
示
し
た
（
た
だ
し
、
結
論
的
に
は
、
新
日
鉄
住
金
は
旧
日
本
製
鐵
の
債
務
を
承
継
し
て
い
な
い
と
の
理
由
で
請
求
は
棄
却
し

た
）。
裁
判
所
は
そ
の
際
、
日
本
に
よ
る
朝
鮮
半
島
統
治
が
違
法
だ
っ
た
な
ど
と
い
う
こ
と
は
一
切
述
べ
て
い
な
い
。
日
本
に
よ
る
朝

鮮
半
島
統
治
が
違
法
だ
っ
た
な
ど
と
言
わ
な
く
て
も
、
日
本
企
業
の
不
法
行
為
責
任
は
認
定
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
日
本
に
よ
る
朝
鮮
半
島
統
治
が
合
法
だ
っ
た
と
し
て
も
成
立
す
る
請
求
権
な
ら
ば
、
そ
の
処
理
に
つ

い
て
日
本
と
韓
国
と
の
間
に
合
意
が
成
立
し
な
い
理
由
が
─
─
大
法
院
判
決
の
論
理
構
成
の
上
で
は
─
─
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ

で
、
大
法
院
判
決
の
論
理
構
成
の
上
で
は
、
原
告
ら
の
請
求
し
て
い
る
も
の
が
、
日
本
に
よ
る
朝
鮮
半
島
統
治
が
違
法
だ
っ
た
場
合
に

は
じ
め
て
成
立
す
る
請
求
権
（
権
利
・
法
律
関
係
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
違
法
な
植
民
支
配
と
「
直
結
」
し
た
不
法
行
為
と
い
う

（
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の
は
そ
う
い
う
意
味
で
あ
る
。
し
か
し
逆
に
、
民
間
企
業
の
不
法
行
為
と
結
び
つ
い
て
い
る
日
本
の
植
民
地
支
配
の
違
法
性
を
強
調
し

過
ぎ
る
と
、
今
度
は
、
責
任
を
と
る
べ
き
な
の
は
日
本
国
で
あ
っ
て
民
間
企
業
で
あ
る
被
告
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な

い
。
そ
こ
で
、
被
告
の
行
為
は
、
あ
く
ま
で
も
民
間
企
業
が
責
任
を
と
る
べ
き
民
法
上
の
不
法
行
為
で
あ
り
、
し
か
も
、
日
本
に
よ
る

植
民
地
支
配
の
違
法
性
を
前
提
に
し
な
け
れ
ば
成
立
し
得
な
い
よ
う
な
不
法
行
為
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
れ
で
は
、
本
件
に
お
け
る
被
告
の
行
為
は
、
い
か
な
る
意
味
で
そ
の
よ
う
な
不
法
行
為
だ
っ
た
の
か
。
こ
の
点
は
、
本
判
決
を
理

解
す
る
上
で
の
最
大
の
難
問
で
あ
り
、
判
決
そ
の
も
の
を
読
ん
で
も
答
え
を
出
す
の
は
な
か
な
か
難
し
い
。
し
か
し
、
韓
国
の
関
連
判

決
な
ど
を
参
考
に
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
件
に
お
い
て
、
例
え
ば
原
告
1
や
原
告
2

は
、
旧
日
本
製
鐵
の
労
働
者
募
集
に
応
じ
て
同
社
で
労
働
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
り
、
旧
日
本
製
鐵
が
そ
の
過
程
で
行
っ
た
行
為
だ
け

を
取
り
出
し
て
見
れ
ば
、
同
社
が
原
告
ら
を
強
制
連
行
し
た
と
認
め
る
の
は
難
し
い
。
実
際
、
前
述
し
た
と
お
り
、
日
本
の
裁
判
所
は
、

強
制
労
働
の
事
実
は
認
め
つ
つ
、
強
制
連
行
の
事
実
は
認
め
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
日
本
の
統
治
の
違
法
性
お
よ

び
そ
の
実
態
を
考
慮
に
入
れ
る
と
事
情
は
変
わ
っ
て
く
る
、
と
い
う
の
が
韓
国
国
内
裁
判
所
の
判
例
の
論
理
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え

ば
、
三
菱
名
古
屋
勤
労
挺
身
隊
事
件
の
光
州
高
等
法
院
判
決
（
二
〇
一
五
年
六
月
二
四
日
）
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

…
…
当
時
の
日
本
国
政
府
は
韓
半
島
と
韓
国
民
を
不
法
か
つ
暴
圧
的
に
支
配
し
、
幼
い
学
生
た
ち
に
内
鮮
一
体
、
皇
国
臣
民
化
な
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美
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下
に
日
本
天
皇
に
服
従
せ
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ら
な
い
と
い
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意
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を
注
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て
日
本
国
の
植
民
統
治
に
順
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す
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よ
う
に
教
育
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さ
せ
た
後

0

0

0

0

、
原
告
ら
が
通
っ
た
学
校
の
校
長
や
担
任
教
師
な
ど
を
動
員
し
て
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「
勤
労
挺
身
隊
に
志
願
し
て
日
本
に
行
け
ば
上
級
学

校
に
進
学
で
き
て
、
金
も
稼
げ
る
」
と
い
う
趣
旨
の
嘘
で

0

0

勤
労
挺
身
隊
に
志
願
す
る
よ
う
懐
柔
し
た
り

0

0

0

0

0

、
両
親
の
意
思
に
反
し
て

勤
労
挺
身
隊
に
志
願
さ
せ
、
両
親
の
反
対
で
志
願
を
撤
回
し
よ
う
と
す
れ
ば
脅
迫
を
通
じ
て
志
願
意
思
を
維
持
さ
せ
て
原
告
ら
を
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日
本
に
連
行
し
、
原
告
ら
は
当
時
こ
れ
か
ら
日
本
で
従
事
す
る
労
働
内
容
や
強
度
・
環
境
等
に
つ
い
て
よ
く
理
解
で
き
な
い
ま
ま

0
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日
本
国
政
府
の
上
記
の
よ
う
な
組
織
的
な
欺
罔
と
脅
迫
に
よ
り
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勤
労
挺
身
隊
に
志
願
し
連
行
さ
れ
た
後
本
件
工
場
で
労
働
に
従
事

す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

　

つ
ま
り
、
当
時
の
日
本
は
、
朝
鮮
半
島
に
お
い
て
、「
日
本
天
皇
に
服
従
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
識
を
注
入
し
て
日
本
国
の
植

民
統
治
に
順
応
す
る
よ
う
に
教
育
」
し
て
、
朝
鮮
住
民
が
日
本
に
お
け
る
労
働
内
容
な
ど
に
つ
い
て
よ
く
理
解
で
き
な
い
ま
ま
日
本
企

業
の
労
働
者
募
集
に
応
じ
て
し
ま
う
状
況
を
構
造
的
に
作
り
出
し
て
い
た
。
日
本
に
よ
る
そ
う
し
た
教
育
等
は
、
合
法
的
な
権
原
に
基

づ
き
統
治
を
行
う
地
域
に
お
い
て
、
自
国
民
に
対
し
て
行
う
の
で
あ
れ
ば
問
題
な
い
が
、
権
原
の
な
い
違
法
な
支
配
の
下
に
あ
る
地
域

で
行
え
ば
、
違
法
性
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。
日
本
の
民
間
企
業
は
、
そ
う
し
た
違
法
行
為
に
よ
っ
て
構
造
的
に
作
り
出
さ
れ
た
状
況

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
知
り
つ
つ

0

0

0

0

0

、
か
つ
、
そ
う
し
た
状
況
を
利
用
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

労
働
者
を
募
集
し
た
の
だ
か
ら
、
募
集
の
過
程
で
「
例
え
個
別
的
な
欺
罔
と
脅
迫

や
劣
悪
な
条
件
下
で
の
労
働
の
強
要
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
」、「
組
織
的
な
欺
罔
」
に
よ
り
行
わ
れ
た
違
法
な
「
強
制
動
員
」
に
当
た

り
、
民
法
上
の
不
法
行
為
を
構
成
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
二
〇
一
八
年
大
法
院
判
決
も
、
原
告
ら
は
、
朝
鮮
半
島
が
「
日
本
に
よ
る

不
法
か
つ
暴
圧
的
な
支
配
を
受
け
て
い
た
状
況
に
お
い
て
」、「
そ
の
後
、
日
本
で
従
事
す
る
こ
と
に
な
る
労
働
の
内
容
や
環
境
に
つ
い

て
よ
く
分
か
ら
な
い
ま
ま
」、
日
本
政
府
と
旧
日
本
製
鐵
の
「
組
織
的
な
欺
罔
に
よ
り
動
員
さ
れ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
趣
旨
は
、

二
〇
一
五
年
光
州
高
等
法
院
判
決
を
引
用
し
な
が
ら
右
で
述
べ
た
の
と
同
様
に
理
解
で
き
る
。
つ
ま
り
、
旧
日
本
製
鐵
は
、
日
本
に
よ

る
違
法
な
植
民
地
支
配
に
よ
っ
て
構
造
的
に
作
り
出
さ
れ
た
状
況
、
つ
ま
り
、
原
告
ら
が
日
本
の
製
鉄
所
に
お
け
る
労
働
内
容
に
つ
い

て
よ
く
理
解
で
き
な
い
と
い
う
状
況
を
知
り
つ
つ
、
か
つ
、
そ
の
状
況
を
利
用
し
て
、
原
告
ら
を
労
働
に
従
事
さ
せ
る
に
至
っ
た
の
だ

か
ら
、
旧
日
本
製
鐵
の
行
っ
た
行
為
は
、
そ
の
過
程
で
た
と
え
物
理
的
な
強
制
や
個
別
的
な
欺
罔
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
日
本
政
府

（
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と
旧
日
本
製
鐵
と
の
「
組
織
的
な
欺
罔
」
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
違
法
な
強
制
動
員
に
当
た
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

日
韓
請
求
権
協
定
は
、「
完
全
か
つ
最
終
的
に
解
決
さ
れ
た
こ
と
と
な
る
」
財
産
や
請
求
権
の
範
囲
を
、
時
間
的
に
も
事
項
的
に
も

ほ
と
ん
ど
限
定
し
て
い
な
い
。
時
間
的
に
は
、
二
条
三
項
に
お
い
て
、「
協
定
の
署
名
の
日
」
と
い
う
形
で
時
間
的
な
終
わ
り
の
時
点

を
特
定
し
て
い
る
が
、
始
ま
り
の
時
点
は
一
切
限
定
し
て
い
な
い
。
事
項
的
に
は
、
二
条
二
項
に
よ
る
限
定
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
、
例
え
ば
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
で
は
、「
戦
争
の
遂
行
中
に
日
本
国
及
び
そ
の
国
民
が
と
つ
た
行
動
か
ら
生
じ

た
」
請
求
権
と
い
う
形
で
事
項
的
な
限
定
を
し
（
一
四
条
⒝
）、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
ず
と
時
間
的
範
囲
も
限
定
さ
れ
る
形
に
な
っ
て
い

る
。
ま
た
、
戦
前
か
ら
の
債
務
（「
戦
争
状
態
の
存
在
前
に
存
在
し
た
債
務
及
び
契
約
…
…
並
び
に
戦
争
状
態
の
存
在
前
に
取
得
さ
れ

た
権
利
か
ら
生
ず
る
金
銭
債
務
」）
は
そ
の
ま
ま
残
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
一
八
条
）。
こ
れ
と
比
べ
る
と
、
日
韓
請
求
権
協
定
の
対

象
と
な
る
財
産
お
よ
び
請
求
権
の
範
囲
は
、
少
な
く
と
も
協
定
の
文
言
の
上
で
は
、
相
当
に
包
括
的
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
文
言
上
の
包
括
性
か
ら
考
え
る
と
、
日
韓
請
求
権
協
定
に
よ
っ
て
完
全
か
つ
最
終
的
に
解
決
さ
れ
た
財
産
・
請
求
権
に

は
、
大
法
院
判
決
が
「
強
制
動
員
慰
謝
料
請
求
権
」
と
呼
ん
だ
も
の
も
含
ま
れ
る
と
解
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
文
言
上
の
包
括
性
に
加
え
、

強
制
動
員
被
害
に
つ
い
て
は
、
協
定
の
交
渉
過
程
に
お
い
て
韓
国
が
具
体
的
な
金
額
ま
で
示
し
て
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
た
こ
と

や
、
韓
国
が
こ
の
問
題
に
つ
い
て
補
償
措
置
を
講
じ
た
こ
と
（
本
号
一
四
─
一
五
頁
参
照
）
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、
こ
の
問
題
が
請
求
権

協
定
の
適
用
対
象
外
だ
と
言
う
こ
と
は
難
し
い
。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
法
院
は
、
請
求
権
協
定
の
事
項
的
適
用
範
囲
を
何
と
か
し
て
限
定
し
、
原
告
ら
の
請
求
を
認
容
し
よ
う

と
し
て
知
恵
を
絞
っ
た
。
大
法
院
判
決
の
根
拠
の
う
ち
、
中
心
的
な
も
の
は
、
日
本
に
よ
る
植
民
地
支
配
の
違
法
性
に
つ
い
て
日
本
と

（
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韓
国
は
合
意
し
な
か
っ
た
か
ら
、
植
民
地
支
配
の
違
法
性
を
前
提
に
し
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
請
求
権
の
処
理
に
つ
い
て
も
合
意
し
な

か
っ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
文
で
述
べ
た
と
お
り
、
植
民
地
支
配
の
違
法
性
に
つ
い
て
合
意
し
な
く
て
も
、
植
民
地

支
配
の
違
法
性
を
前
提
に
し
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
請
求
権
の
処
理
に
つ
い
て
合
意
す
る
─
─
そ
う
い
う
請
求
権
は
、
あ
る
か
も
し
れ

な
い
し
、
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
問
題
を
放
置
す
る
と
国
交
正
常
化
の
妨
げ
と
な
る
の
で
、
協
定
に
よ
っ
て
解
決
し
た

こ
と
に
す
る
─
─
こ
と
は
完
全
に
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
、
日
本
と
韓
国
は
、
二
条
二
項
以
外
に
事
項
的
適
用
範
囲
を
限
定
す
る
条
文

の
な
い
日
韓
請
求
権
協
定
を
批
准
し
た
の
だ
か
ら
、
今
に
な
っ
て
、「
強
制
動
員
慰
謝
料
請
求
権
」
が
協
定
の
適
用
対
象
外
の
問
題
だ

っ
た
と
言
う
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。
請
求
権
協
定
の
締
結
に
も
か
か
わ
ら
ず
未
解
決
の
ま
ま
残
し
た
い
問
題
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
は
、
協
定
や
関
連
合
意
文
書
の
中
に
も
っ
と
明
確
に
書
い
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

福
田
・
前
掲
注
（
26
）
八
一
頁
。

韓
国
に
お
け
る
日
韓
請
求
権
協
定
解
釈
の
変
遷
に
つ
い
て
、
山
本
晴
太
「
韓
国
大
法
院
判
決
と
日
韓
両
国
の
日
韓
請
求
権
協
定
解
釈
の
変

遷
」
山
本
ほ
か
・
前
掲
注
（
34
）
一
二
〇
─
一
三
四
頁
を
参
照
。

同
上
、
一
二
二
─
一
二
三
頁;　

申
惠
丰
「
日
韓
請
求
権
協
定
の
射
程
：
何
が
『
解
決
』
さ
れ
た
の
か
」『
法
律
時
報
』
八
七
巻
一
〇
号
（
二

〇
一
五
年
）
一
四
頁
。

山
本
・
前
掲
注
（
69
）
一
三
四
頁
。

「
資
料
一
〇　

韓
国
民
官
共
同
委
員
会
見
解
〔
韓
日
会
談
文
書
公
開
後
続
関
連
民
官
共
同
委
員
会
開
催
に
関
す
る
国
務
調
整
室
報
道
資
料
・

二
〇
〇
五
年
八
月
二
六
日
〕」
山
本
ほ
か
・
前
掲
注
（
34
）
二
一
〇
頁
［
傍
線
引
用
者
］。

同
上
。

同
上
、
二
一
〇
─
二
一
一
頁
。

山
本
・
前
掲
注
（
69
）
一
二
三
─
一
二
四
頁
参
照
。

二
〇
一
二
年
大
法
院
判
決
・
韓
国
語
原
文
・
前
掲
注
（
34
）；

二
〇
一
二
年
大
法
院
判
決
・
日
本
語
訳
・
前
掲
注
（
34
）
一
七
八
頁
。

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）
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）
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二
〇
〇
五
年
民
官
共
同
委
員
会
見
解
と
二
〇
一
二
年
大
法
院
判
決
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
山
本
・
前
掲
注
（
69
）
一
二
五
頁；

申
・
前
掲
注

（
70
）
一
四
頁
参
照
。

「
韓
国
の
対
日
請
求
要
綱
」
の
テ
キ
ス
ト
は
、
薬
師
寺
公
夫
・
坂
元
茂
樹
・
浅
田
正
彦
編
集
代
表
『
ベ
ー
シ
ッ
ク
条
約
集
二
〇
一
九
』（
東

信
堂
、
二
〇
一
九
年
）
一
二
七
二
─
一
二
七
三
頁
を
参
照
［
傍
線
引
用
者
］。

韓
国
語
原
文
・
前
掲
注
（
2
）
四
四
頁；

日
本
語
訳
・
前
掲
注
（
2
）
三
四
六
頁
。

RobertJenningsandA
rthurW

atts,O
ppenheim

ʼs International Law
,9thed.,V

ol.1(Longm
an,1992),p.1280(

“general
w

ordsw
henfollow

ing(orsom
etim

espreceding)specialw
ordsarelim

itedtothegenus,ifany,indicatedbythespecial
w

ords

”).

こ
の
原
則
に
つ
い
て
は
、
次
の
も
の
も
参
照
。LordM

cN
air,T

he Law
 of T

reaties(O
xfordU

niversityPress,1961),pp.393-
410;U

lfLinderfalk,O
n the Interpretation of T

reaties: T
he M

odern International Law
 as E

xpressed in the 1969 V
ienna 

Convention on the Law
 of T

reaties(Springer,2007),pp.303-310;RobertK
olb,T

he Law
 of T

reaties: A
n Introduction

(Edw
ardElgar,2017),pp.153-154.

A
greem

entbetw
eentheU

nitedStatesofA
m

ericaandJapanconcerningtheT
rustT

erritoryofthePacificIslands
(w

ithexchangesofnotes),signedatT
okyoon18A

pril1969,719U
.N

.T
.S.127.

ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
協
定
は
、
ま
ず
、
信
託
統
治
地
域

の
住
民
の
福
祉
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
日
本
国
の
生
産
物
お
よ
び
日
本
人
の
役
務
を
同
地
域
の
施
政
当
局
で
あ
る
米
国
が
購
入
す
る
た
め
、
日
本

は
、
五
〇
〇
万
ド
ル
に
換
算
さ
れ
る
一
八
億
円
を
無
償
で
米
国
に
供
与
す
る
と
定
め
る
（
一
条
）。
そ
の
上
で
、
財
産
・
請
求
権
の
問
題
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
定
め
る
。「
施
政
権
者
と
し
て
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
及
び
日
本
国
は
、
日
本
国
及
び
そ
の
国
民
の
財
産
で
信
託
統
治
地
域
に
あ
る

も
の
並
び
に
日
本
国
及
び
そ
の
国
民
の
請
求
権
（
債
権
を
含
む
。）
で
同
地
域
の
施
政
当
局
及
び
住
民
に
対
す
る
も
の
の
処
理
並
び
に
日
本
国
に

お
け
る
同
地
域
の
施
政
当
局
及
び
住
民
の
財
産
並
び
に
日
本
国
及
び
そ
の
国
民
に
対
す
る
施
政
当
局
及
び
住
民
の
請
求
権
（
債
権
を
含
む
。）
の

処
理
に
関
し
、
日
本
国
と
の
平
和
条
約
第
四
条
⒜
の
規
定
に
包
含
さ
れ
る
す
べ
て
の
問
題
が
完
全
か
つ
最
終
的
に
解
決
さ
れ
た
こ
と
に
合
意
す

る
」（
三
条
）。
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
協
定
は
、
経
済
協
力
資
金
の
供
与
（
一
条
）
と
財
産
・
請
求
権
問
題
の
解
決
（
三
条
）
を
定
め
る
点
に
お
い
て
日

韓
請
求
権
協
定
と
似
た
作
り
に
な
っ
て
い
る
が
、
両
者
の
間
に
は
違
い
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
日
韓
請
求
権
協
定
は
、「
財
産
、
権
利
及
び
利

益
」
と
「
請
求
権
」
と
を
区
別
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
協
定
そ
の
も
の
の
効
果
と
し
て
「
い
か
な
る
主
張
も
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
も
の
と
し

た
一
方
、
前
者
の
処
理
に
つ
い
て
は
締
約
国
の
「
措
置
」
に
委
ね
た
（
二
条
三
項
。
本
稿
一
2
（
六
九
巻
六
号
三
八
頁
）
参
照
）。
こ
れ
に
対
し
、
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ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
協
定
で
使
わ
れ
て
い
る
文
言
は
「
財
産
」
と
「
請
求
権
（
債
権
を
含
む
。）」
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
（
ま
た
は
こ
れ
ら
の
う
ち
の
ど

ち
ら
か
）
を
締
約
国
の
「
措
置
」
に
よ
っ
て
処
理
す
る
と
い
う
趣
旨
の
規
定
は
な
い
。
ど
ち
ら
も
、
協
定
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
「
完
全
か
つ
最
終

的
に
解
決
さ
れ
た
」
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
三
条
）。
ま
た
、「
請
求
権
」
の
語
は
、
こ
れ
ら
の
協
定
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
違
う
意
味
で
使
わ
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
協
定
に
お
い
て
、「
債
権
」
は
「
請
求
権
」
に
含
ま
れ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
日
韓

請
求
権
協
定
に
お
け
る
「
財
産
、
権
利
及
び
利
益
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
狭
く
解
す
る
説
（
協
定
署
名
の
時
点
で
裁
判
等
に
よ
り
公
権
的
に
確

定
し
て
い
た
権
利
の
み
を
含
む
と
す
る
説
）
と
、
広
く
解
す
る
説
（
法
律
上
の
根
拠
に
基
づ
き
財
産
的
価
値
を
も
つ
実
体
的
権
利
を
す
べ
て
含
む

と
す
る
説
）
と
が
対
立
す
る
が
（
本
稿
一
3
（
六
九
巻
六
号
四
一
頁
）
参
照
）、
ど
ち
ら
の
説
を
と
っ
て
も
、
協
定
署
名
時
に
お
い
て
裁
判
等
に

よ
っ
て
公
権
的
に
確
定
し
て
い
た
債
権
は
「
請
求
権
」
で
は
な
く
「
財
産
、
権
利
及
び
利
益
」
に
当
た
る
。
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
協
定
の
文
言
が
サ
ン

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
四
条
⒜
に
そ
の
ま
ま
倣
っ
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
日
韓
請
求
権
協
定
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
と
異
な
る

文
言
・
表
現
を
使
っ
て
い
る
。
な
ぜ
敢
え
て
そ
う
し
た
の
か
は
現
時
点
で
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。
な
お
、
ミ
ク
ロ

ネ
シ
ア
協
定
に
つ
い
て
は
、
小
寺
彰
「
太
平
洋
諸
島
旧
委
任
統
治
地
域
（
戦
略
的
信
託
統
治
地
域
）」
国
際
法
事
例
研
究
会
『
日
本
の
国
際
法
事

例
研
究
（
6
）：
戦
後
賠
償
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
六
年
）
四
七
─
五
二
頁
も
参
照
。

慰
謝
料
は
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
う
ち
、
精
神
的
損
害
に
つ
い
て
の
損
害
賠
償
で
あ
る
。
日
本
民
法
に
お
い
て
、
不
法
行
為
は
、

契
約
、
事
務
管
理
お
よ
び
不
当
利
得
と
並
ぶ
債
権
の
発
生
原
因
と
さ
れ
て
お
り
、
債
権
は
、
民
事
上
の
財
産
権
の
一
つ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
慰
謝

料
請
求
権
は
、「
財
政
的
・
民
事
的
債
権
・
債
務
関
係
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
大
法
院
が
言
っ
て
い
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
日
本

で
法
学
を
学
ん
だ
者
に
と
っ
て
は
理
解
不
能
で
あ
る
。
韓
国
民
法
で
は
こ
れ
と
異
な
る
整
理
が
な
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
？
筆
者
は
韓
国
民
法
に
つ

い
て
の
知
識
を
何
も
も
っ
て
い
な
い
が
、
韓
国
民
法
の
条
文
を
見
る
限
り
、
不
法
行
為
（
第
三
編
第
五
章
）
は
、
日
本
民
法
と
同
じ
く
、
契
約

（
第
三
編
第
二
章
）、
事
務
管
理
（
第
三
編
第
三
章
）、
不
当
利
得
（
第
三
編
第
四
章
）
と
並
ん
で
、
債
権
の
発
生
原
因
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
る
。『
現
行
韓
国
六
法
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
八
八
年
）
一
三
一
七
─
一
三
九
三
頁
。

金
昌
禄
は
、
日
韓
請
求
権
協
定
が
「『
領
土
の
分
離
』
に
よ
っ
て
発
生
し
た
請
求
権
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
も
の
」
で
あ
っ
て
、
そ
の

場
合
の
「『
領
土
の
分
離
』
は
分
離
さ
れ
る
前
の
領
土
の
不
法
性
を
前
提
と
す
る
も
の
で
は
な
い
」
こ
と
を
強
調
す
る
。
金
・
前
掲
注
（
49
）

（「
韓
国
司
法
に
お
け
る
歴
史
と
法
」）
一
七
、
二
〇
頁
。
こ
れ
は
要
す
る
に
、
日
韓
請
求
権
協
定
が
国
家
承
継
の
問
題
、
つ
ま
り
、
あ
る
地
域
に

対
す
る
領
域
主
権
の
担
い
手
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
様
々
な
権
利
義
務
（
条
約
、
国
有
財
産
、
私
権
等
）
の
処
理
の
問
題
を
扱
っ
た
条

（
82
）

（
83
）
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約
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

例
え
ば
対
イ
タ
リ
ア
平
和
条
約
（PeaceT

reatyw
ithItaly,signedatParis,on10February1947,49U

.N
.T

.S.3

）
は
、
連
合

国
に
あ
る
イ
タ
リ
ア
人
財
産
に
つ
い
て
は
連
合
国
が
そ
の
請
求
権
の
限
度
に
お
い
て
清
算
で
き
る
と
定
め
る
（
七
九
条
一
項
。
在
外
資
産
に
よ
る

賠
償
）
一
方
、
割
譲
地
域
に
あ
る
イ
タ
リ
ア
人
私
有
財
産
は
賠
償
の
源
泉
に
充
て
な
い
と
定
め
た
（
七
九
条
六
項
⒡
）。
ま
た
、
イ
タ
リ
ア
に
あ

る
者
と
割
譲
地
域
に
あ
る
者
と
の
間
の
債
務
は
割
譲
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
な
い
と
定
め
る
（
附
属
書
XIV
一
三
項
）。
他
方
、
割
譲
地
域
に
あ
る

国
有
財
産
は
承
継
国
が
取
得
す
る
と
定
め
た
が
（
附
属
書
XIV
一
項
）、
国
家
承
継
法
に
お
い
て
、
国
有
財
産
は
承
継
国
に
移
転
さ
れ
る
と
一
般
に

考
え
ら
れ
て
お
り
（
山
本
草
二
『
国
際
法
』
新
版
（
有
斐
閣
、
一
九
九
四
年
）
三
二
五
頁
）、
対
イ
タ
リ
ア
平
和
条
約
は
こ
の
考
え
方
に
従
っ
た

の
で
あ
っ
て
「
賠
償
的
な
」
処
理
を
し
た
訳
で
は
な
い
。

日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
基
本
関
係
に
関
す
る
条
約
、583U

.N
.T

.S.33.

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
石
本
泰
雄
「
日
韓
条
約
へ
の
重
大
な
疑
問
：
そ
の
法
的
構
造
を
検
討
す
る
」
石
本
泰
雄
『
国
際
法
研
究
余

滴
』（
東
信
堂
、
二
〇
〇
五
年
）
一
四
六
頁
を
参
照
。

薬
師
寺
・
前
掲
注
（
10
）
一
二
三
頁
（「
韓
国
政
府
は
、
司
法
権
の
尊
重
を
理
由
に
大
法
院
多
数
意
見
を
政
府
の
見
解
と
し
て
採
用
し
た
よ

う
に
見
え
る
」）。

慰
安
婦
問
題
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、『
第
一
八
三
回
国
会
衆
議
院
外
務
委
員
会
議
録
第
八
号
』（
平
成
二
五
年
五
月
二
二
日
）
一
二
頁
（「
こ

の
慰
安
婦
問
題
を
含
め
て
、
日
韓
間
の
財
産
、
請
求
権
の
問
題
に
対
す
る
我
が
国
の
政
府
の
一
貫
し
た
立
場
は
、
歴
代
の
内
閣
が
明
ら
か
に
し
て

い
る
と
お
り
、
日
韓
請
求
権
・
経
済
協
力
協
定
に
よ
り
完
全
か
つ
最
終
的
に
解
決
済
み
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。」（
岸
田
文
雄
外
務
大

臣
））。「
旧
朝
鮮
半
島
出
身
労
働
者
」
問
題
に
関
す
る
日
本
政
府
の
立
場
に
つ
い
て
は
、
六
九
巻
六
号
三
四
頁
を
参
照
。

V
iennaConventionontheLaw

ofT
reaties(w

ithannex),concludedatV
iennaon23M

ay1969,1155U
.N

.T
.S.331.

条

約
法
条
約
は
遡
及
適
用
さ
れ
な
い
（
四
条
）
が
、
条
約
の
解
釈
に
関
す
る
規
定
（
三
一
条
お
よ
び
三
二
条
）
は
従
来
か
ら
存
在
し
た
慣
習
国
際
法

の
規
則
を
法
典
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
た
め
（e.g.,Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia/ 

M
alaysia), Judgm

ent, I.C.J. R
eports 2002,p.645

）、
一
九
六
五
年
に
締
結
さ
れ
た
日
韓
請
求
権
協
定
に
も
適
用
可
能
で
あ
る
。

大
法
院
判
決
に
好
意
的
な
評
釈
の
中
に
は
、
大
法
院
判
決
の
論
理
構
成
（
請
求
権
協
定
の
事
項
的
範
囲
の
限
定
）
を
支
持
す
る
の
で
は
な
く

（
そ
の
点
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
触
れ
ず
）、
日
韓
請
求
権
協
定
に
よ
っ
て
消
滅
し
た
の
は
国
家
の
請
求
権
で
あ
っ
て
個
人
請
求
権
が
消
滅
し
て
い

（
84
）

（
85
）

（
86
）

（
87
）

（
88
）

（
89
）

（
90
）
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論　　　説

な
い
（
日
本
政
府
も
従
来
そ
の
よ
う
な
見
解
を
と
っ
て
き
た
）
と
い
う
観
点
か
ら
、
結
論
的
に
大
法
院
判
決
を
支
持
す
る
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
、

山
本
・
前
掲
注
（
69
）
一
〇
〇
─
一
三
六
頁；

阿
部
浩
己
「
国
際
法
の
過
去
・
現
在
・
未
来
㊴
：
徴
用
工
問
題
の
法
的
深
層
」『
時
の
法
令
』
二

〇
七
四
号
（
二
〇
一
九
年
）
四
五
─
五
〇
頁
。
他
方
、
請
求
権
協
定
の
事
項
的
適
用
範
囲
を
限
定
す
る
協
定
解
釈
を
含
め
て
大
法
院
判
決
に
好
意

的
な
評
釈
と
し
て
、
例
え
ば
、
吉
澤
文
寿
「『
徴
用
工
』
判
決
に
ど
う
向
き
合
う
か
：
日
韓
請
求
権
協
定
の
経
緯
と
日
本
の
植
民
地
支
配
責
任
」

『
前
衛
』
九
七
一
号
（
二
〇
一
九
年
）
一
四
八
─
一
六
一
頁
が
あ
る
。
ま
た
、
二
〇
一
二
年
大
法
院
判
決
に
対
す
る
評
価
で
あ
る
が
、
金
・
前
掲

注
（
49
）（「
韓
国
司
法
に
お
け
る
歴
史
と
法
」）
一
六
─
二
一
頁；

金
・
前
掲
注
（
49
）（「
韓
日
過
去
清
算
、
ま
だ
終
わ
っ
て
い
な
い
」）
七
九
─

九
七
頁
も
参
照
。

例
え
ば
、
金
昌
禄
は
、
慰
安
婦
問
題
─
─
つ
ま
り
、
一
九
九
一
年
に
至
る
ま
で
日
本
政
府
が
問
題
の
存
在
を
認
め
て
こ
な
か
っ
た
問
題
─
─

に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
日
本
政
府
と
し
て
は
一
九
九
一
年
ま
で
は
日
本
軍
『
慰
安
婦
』
問
題
は
存
在
し
な
か
っ
た
わ
け
で
あ

る
。
そ
れ
な
の
に
、
一
九
六
五
年
の
『
請
求
権
協
定
』
に
よ
っ
て
『
慰
安
婦
問
題
を
含
め
て
…
…
す
べ
て
解
決
済
み
』
と
主
張
す
る
。
果
た
し
て

『
一
九
九
一
年
ま
で
存
在
し
な
か
っ
た
問
題
が
一
九
六
五
年
に
解
決
さ
れ
た
』
と
い
う
こ
と
が
論
理
的
に
成
立
で
き
る
命
題
な
の
か
。」
金
・
前

掲
注
（
49
）（「
韓
日
過
去
清
算
、
ま
だ
終
わ
っ
て
い
な
い
」）
八
六
頁
。
つ
ま
り
、
日
本
政
府
は
日
韓
請
求
権
協
定
の
締
結
時
に
は
慰
安
婦
問
題

と
い
う
問
題
の
存
在
す
ら
認
め
て
い
な
か
っ
た
─
─
ま
し
て
や
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
賠
償
請
求
権
の
存
在
は
認
め
て
い
な
か
っ
た
─
─
の
だ
か

ら
、
そ
の
解
決
に
つ
い
て
合
意
し
た
と
い
う
こ
と
は
「
論
理
的
に
」
あ
り
得
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
文
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、

あ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
な
い
か
も
し
れ
な
い
権
利
の
問
題
（
未
知
の
問
題
、
将
来
出
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
問
題
を
含
む
）
に
つ
い
て
処
理
す

る
（
仮
に
将
来
出
て
き
た
と
し
て
も
何
も
主
張
で
き
な
い
こ
と
に
す
る
）
こ
と
は
完
全
に
可
能
で
あ
る
。
す
べ
て
は
合
意
の
解
釈
の
問
題
で
あ
り
、

論
理
的
に
決
ま
る
問
題
で
は
な
い
。

祖
川
武
夫
「
日
韓
諸
協
定
の
法
的
フ
ォ
ー
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
検
討
」『
法
律
時
報
』
三
七
巻
一
〇
号
（
一
九
六
五
年
）
一
〇
頁；

福
田
・

前
掲
注
（
26
）
八
〇
頁；

谷
田
・
前
掲
注
（
15
）
六
〇
頁
。

日
韓
関
係
史
の
吉
澤
文
寿
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
韓
国
と
し
て
は
、
こ
の
協
定
を
結
ん
だ
後
も
、
い
ろ
い
ろ
な
請
求
が
あ
り
得

る
の
で
、
日
本
側
に
誠
実
に
対
処
す
る
確
約
を
条
文
の
な
か
に
入
れ
た
か
っ
た
は
ず
で
す
。
し
か
し
、
日
本
側
が
認
め
ら
れ
な
い
と
言
っ
て
い
た

た
め
、
条
文
で
は
明
記
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
だ
か
ら
、
も
し
、
こ
の
協
定
の
範
囲
外
の
請
求
が
出
て
き
た
と
き
に
ど
う
対
処
す
る
の
か
に
つ
い

て
は
、
日
本
と
韓
国
で
合
意
が
で
き
て
い
た
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
日
本
で
は
、
い
ま
だ
不
開
示
の
文
書
も
あ
る
の
で
す
が
、
少
な
く

（
91
）

（
92
）

（
93
）
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と
も
現
在
ま
で
に
開
示
さ
れ
た
文
書
を
見
て
も
、
韓
国
側
と
合
意
を
し
た
と
読
め
る
も
の
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。」
吉
澤
・
前
掲
注
（
90
）
一

五
五
頁
。
し
か
し
、
本
文
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
締
約
国
は
条
約
条
文
に
書
か
れ
た
内
容
に
同
意
し
た
の
で
あ
る
以
上
、
条
約
条
文
を
出
発
点
に

す
る
の
が
国
際
法
に
お
け
る
条
約
解
釈
の
基
本
で
あ
り
、
条
約
交
渉
者
の
内
心
の
意
思
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
は
関
係
な
い
。

韓
国
語
原
文
・
前
掲
注
（
2
）
二
七
─
二
八
、
三
九
頁；

日
本
語
訳
・
前
掲
注
（
2
）
三
三
五
、
三
四
三
頁
。

韓
国
語
原
文
・
前
掲
注
（
2
）
二
八
、
四
六
頁；

日
本
語
訳
・
前
掲
注
（
2
）
三
二
三
、
三
三
五
、
三
四
八
頁
。
こ
れ
ら
の
法
律
の
日
本
語

訳
と
し
て
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
「
韓
国
の
法
令
・
裁
判
例
・
そ
の
他
資
料
」〈https://w

w
w

.nichibenren.or.jp/activity/hum
an/

nikkan_shiryo/korea_shiryo.htm
l

〉
を
参
照
。

韓
国
語
原
文
・
前
掲
注
（
2
）
二
六
─
二
七
頁；

日
本
語
訳
・
前
掲
注
（
2
）
三
三
四
頁
。

本
文
中
で
「
純
弁
済
お
よ
び
借
款
」
と
し
た
部
分
は
韓
国
語
原
文
で
は
「
순
변
제 

및 

무
상
조
」
で
あ
る
が
、
日
本
語
訳
・
前
掲
注
（
2
）

は
「
純
弁
済
及
び
無
照
相
」
と
訳
し
て
い
る
。
山
本
ほ
か
・
前
掲
注
（
34
）
一
五
五
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
日
本
語
訳
も
同
じ
で
あ
る
。
純
弁
済

は
と
も
か
く
「
無
照
相
」
と
は
何
の
こ
と
だ
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
判
決
の
英
語
訳
を
見
て
み
た
と
こ
ろ
、
“preferentialpaym

entand
loans

”と
訳
さ
れ
て
い
た
（LeeandLee,supranote2,p.114

）。
本
文
中
で
は
「
借
款
」
と
し
た
。

韓
国
語
原
文
・
前
掲
注
（
2
）
一
五
頁；
日
本
語
訳
・
前
掲
注
（
2
）
三
二
七
頁
。
民
官
共
同
委
員
会
見
解
に
つ
い
て
は
本
号
三
─
四
頁
を
、

犠
牲
者
支
援
法
に
つ
い
て
は
本
号
一
四
頁
を
参
照
。

「
韓
国
民
官
共
同
委
員
会
見
解
」・
前
掲
注
（
72
）
二
一
〇
─
二
一
一
頁
［
傍
点
引
用
者
］。

日
本
弁
護
士
連
合
会
・
前
掲
注
（
95
）
参
照
。

韓
国
語
原
文
・
前
掲
注
（
2
）
一
六
頁；

日
本
語
訳
・
前
掲
注
（
2
）
三
二
七
─
三
二
八
頁
。

公
刊
さ
れ
た
論
文
や
評
釈
で
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
た
も
の
は
今
の
と
こ
ろ
見
か
け
て
い
な
い
が
、
本
稿
の
基
に
な
っ
た
研
究
会
や
学
会

で
の
報
告
に
対
し
て
は
そ
の
趣
旨
の
指
摘
を
受
け
た
。

こ
の
問
題
に
関
連
し
て
、
坂
元
茂
樹
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
韓
国
大
法
院
が
い
う
よ
う
に
、
日
本
の
植
民
地
支
配
が
不
法
で
あ
る

と
い
う
た
め
に
は
、
日
韓
基
本
条
約
の
中
に
『
一
九
〇
五
年
の
第
二
次
日
韓
協
約
（
保
護
条
約
）
や
一
九
一
〇
年
の
日
韓
併
合
条
約
と
い
っ
た
旧

条
約
は
無
効
な
条
約
だ
っ
た
』
と
い
う
合
意
が
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
ん
な
合
意
は
存
在
し
な
い
。
／
韓
国
大
法
院
の

判
決
は
、
旧
条
約
の
効
力
に
関
し
、
最
終
的
に
日
韓
基
本
条
約
で
『
も
は
や
無
効
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
』（
第
二
条
）
と
記
し
た
当
時
の

（
94
）

（
95
）

（
96
）

（
97
）

（
98
）

（
99
）

（
100
）

（
101
）

（
102
）

（
103
）
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日
韓
両
国
の
妥
協
を
受
け
入
れ
ず
、『
旧
条
約
は
当
初
か
ら
無
効
で
あ
り
、
日
本
に
よ
る
植
民
地
支
配
は
不
法
で
あ
る
』
と
の
一
方
的
主
張
に
依

拠
し
て
い
る
。
こ
れ
は
条
約
解
釈
と
し
て
問
題
が
あ
る
。」
坂
元
茂
樹
「
韓
国
は
自
ら
締
結
し
た
協
定
守
れ
」『
読
売
新
聞
』
二
〇
一
八
年
一
二
月

五
日
朝
刊
一
一
頁
。
し
か
し
、（
ま
さ
に
坂
元
も
指
摘
す
る
よ
う
に
）
旧
条
約
の
有
効
・
無
効
問
題
に
つ
い
て
日
本
と
韓
国
と
の
間
に
合
意
は
存

在
し
な
い
か
ら
、
こ
の
問
題
は
ま
ず
は
日
本
と
韓
国
が
そ
れ
ぞ
れ
解
釈
す
る
し
か
な
い
（
自
己
解
釈
（auto-interpretation

））。
有
権
的
解
釈

（authenticinterpretation

）
─
─
法
規
を
改
廃
す
る
権
限
を
も
つ
機
関
に
よ
る
解
釈
＝
条
約
の
場
合
に
は
全
締
約
国
の
合
意
に
よ
る
解
釈

─
─
が
存
在
し
な
い
場
合
に
複
数
の
自
己
解
釈
が
対
立
・
併
存
す
る
の
は
、
国
際
社
会
に
お
い
て
通
常
の
現
象
で
あ
る
。「
旧
条
約
は
当
初
か
ら

無
効
だ
っ
た
」
と
い
う
韓
国
の
解
釈
も
、「
旧
条
約
は
有
効
だ
っ
た
」
と
い
う
日
本
の
解
釈
も
、
ど
ち
ら
も
自
己
解
釈
で
あ
っ
て
、
ど
ち
ら
が
よ

り
説
得
的
・
合
理
的
か
と
い
う
こ
と
は
問
題
に
な
り
得
る
が
、
日
本
が
同
意
し
て
い
な
い
解
釈
だ
か
ら
「
一
方
的
主
張
」
で
あ
っ
て
許
さ
れ
な
い

と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
条
約
上
の
義
務
が
何
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
条
約
を
履
行
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
有
権
的
解

釈
が
存
在
し
な
い
状
況
に
お
い
て
は
、
ま
ず
は
各
締
約
国
が
条
約
を
解
釈
し
（
自
己
解
釈
）、
そ
の
解
釈
に
基
づ
い
て
条
約
適
合
的
と
考
え
ら
れ

る
行
動
を
と
る
し
か
な
い
（
紛
争
が
最
終
的
に
は
裁
判
所
に
よ
っ
て
強
制
的
に
解
決
さ
れ
る
こ
と
が
担
保
さ
れ
て
い
る
国
内
社
会
に
お
い
て
も
、

例
え
ば
契
約
当
事
者
は
、
契
約
を
履
行
す
る
に
当
た
っ
て
、
何
が
契
約
上
の
債
務
で
あ
る
か
を
ま
ず
は
自
己
解
釈
し
て
行
動
す
る
）。
韓
国
大
法

院
は
、
ま
さ
に
、
日
韓
請
求
権
協
定
と
い
う
条
約
を
履
行
す
る
に
当
た
っ
て
そ
の
事
項
的
適
用
範
囲
を
確
定
す
る
必
要
が
あ
り
（
つ
ま
り
、
本
件

に
お
い
て
原
告
ら
の
請
求
を
認
容
し
て
も
協
定
違
反
に
な
ら
な
い
か
を
判
断
す
る
必
要
が
あ
り
）、
そ
の
目
的
の
た
め
に
、
旧
条
約
の
有
効
・
無

効
問
題
に
つ
い
て
の
自
己
解
釈
を
行
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
自
体
は
何
ら
非
難
に
値
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
自
己
解
釈
と
有
権
的
解
釈
に

つ
い
て
は
、GeorgesA

bi-Saab,

“ʻInterprétationʼetʻauto-interprétationʼ:Q
uelquesréflexionssurleurrôledanslaform

ation
etlarésolutiondudifférendinternational,

”UlrichBeyerlinetal.,ed.,R
echt zw

ischen U
m

bruch und Bew
ahrung: V

ölkerrecht, 
E

uroparecht, Staatsrecht: Festschrift für R
udolf Bernhardt (Springer,1995),pp.9-19；

酒
井
啓
亘
・
寺
谷
広
司
・
西
村
弓
・
濵
本

正
太
郎
『
国
際
法
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
年
）
二
八
〇
─
二
八
二
頁
を
参
照
。

日
韓
保
護
条
約
の
効
力
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
坂
元
茂
樹
『
条
約
法
の
理
論
と
実
際
』（
東
信
堂
、
二
〇
〇
四
年
）
第
七
章
（「
日
韓
保
護
条

約
の
効
力
：
強
制
に
よ
る
条
約
の
観
点
か
ら
」）
お
よ
び
第
八
章
（「
日
韓
保
護
条
約
の
効
力
：
批
准
問
題
を
中
心
に
」）
を
参
照
。

韓
国
は
、
日
韓
基
本
関
係
条
約
の
交
渉
過
程
に
お
い
て
も
そ
の
よ
う
に
主
張
し
た
。
吉
澤
文
寿
『
日
韓
会
談
1

9

6

5
：
戦
後
日
韓
関
係
の

原
点
を
検
証
す
る
』（
高
文
研
、
二
〇
一
五
年
）
五
五
─
五
六
頁
参
照
。

（
104
）

（
105
）
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新日鉄住金事件・韓国大法院判決と日韓請求権協定（二・完）

二
〇
一
三
年
ソ
ウ
ル
高
等
法
院
判
決
・
日
本
語
訳
・
前
掲
注
（
34
）
九
頁
。
大
韓
民
国
憲
法
前
文
は
、「
悠
久
な
る
歴
史
と
伝
統
に
輝
く
我

が
大
韓
国
民
は
、
三
・
一
運
動
に
基
づ
き
建
立
さ
れ
た
大
韓
民
国
臨
時
政
府
の
法
統
…
…
を
継
承
し
」
と
規
定
し
（『
現
行
韓
国
六
法
』・
前
掲
注

（
82
）
頁
）、「
三
・
一
運
動
」（
一
九
一
九
年
）、
つ
ま
り
朝
鮮
に
お
け
る
日
本
の
統
治
に
抵
抗
し
て
起
こ
っ
た
独
立
運
動
の
正
当
性
を
そ
の
ま
ま

引
き
継
ぐ
と
し
て
い
る
。
韓
国
憲
法
は
、「
三
・
一
運
動
」
の
正
当
性
、
つ
ま
り
日
本
に
よ
る
朝
鮮
半
島
統
治
の
違
法
性
を
前
提
に
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
篠
田
・
前
掲
注
（
10
）
七
九
頁
参
照
。

新
日
鉄
住
金
事
件
に
関
す
る
日
本
判
決
（
本
稿
二
2
（
2
）
参
照
）
は
、
原
因
事
実
発
生
当
時
の
朝
鮮
が
日
本
領
土
で
あ
り
、
原
告
ら
が
日

本
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
当
然
の
前
提
に
、
つ
ま
り
本
件
法
律
関
係
に
外
国
的
要
素
が
含
ま
れ
て
い
な
い
と
の
前
提
で
、
国
際
私
法
的
処
理
を
一
切

せ
ず
に
日
本
法
を
適
用
し
た
。
大
阪
地
判
平
成
一
三
年
三
月
二
七
日
（
前
掲
注
（
60
））、
大
阪
高
判
平
成
一
四
年
一
一
月
一
九
日
（
前
掲
注

（
29
））。
他
方
、
韓
国
に
お
け
る
訴
訟
で
差
戻
し
後
の
原
審
が
現
行
韓
国
民
法
を
適
用
し
た
の
は
、
次
の
理
由
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
件
に
適

用
さ
れ
る
国
際
私
法
規
範
は
、
一
九
六
二
年
制
定
の
旧
渉
外
私
法
で
は
な
く
、
一
九
一
二
年
三
月
二
八
日
か
ら
日
本
の
勅
令
二
一
号
に
よ
り
韓
国

に
依
用
さ
れ
た
後
、
軍
政
法
令
二
一
号
を
経
て
大
韓
民
国
制
憲
憲
法
附
則
一
〇
〇
条
に
よ
り
「
現
行
法
令
」
と
し
て
韓
国
の
法
秩
序
に
編
入
さ
れ

た
日
本
の
「
法
例
」（
一
八
九
八
年
法
律
一
〇
号
）
で
あ
る
。
法
例
一
一
条
に
よ
れ
ば
、
不
法
行
為
の
成
立
と
効
力
は
不
法
行
為
地
法
に
よ
る
と

さ
れ
て
い
る
が
、
本
件
の
不
法
行
為
地
は
韓
国
と
日
本
の
双
方
に
わ
た
っ
て
い
る
（
こ
こ
で
、
原
因
行
為
発
生
当
時
に
朝
鮮
が
日
本
領
土
で
な
か

っ
た
こ
と
は
、
当
然
の
前
提
と
さ
れ
て
い
る
）。
こ
の
よ
う
に
準
拠
法
と
な
り
得
る
複
数
の
法
が
あ
る
場
合
、
法
廷
地
の
裁
判
所
は
、
事
案
と
の

関
連
性
の
程
度
、
被
害
者
の
権
利
保
護
、
当
事
者
間
の
衡
平
、
裁
判
の
適
正
等
を
考
慮
し
て
準
拠
法
を
決
定
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら

の
要
素
を
す
べ
て
考
慮
す
る
と
、
本
件
で
は
韓
国
民
法
を
準
拠
法
と
す
る
の
が
妥
当
と
解
さ
れ
、
現
行
韓
国
民
法
附
則
二
条
は
、「
本
法
は
、

…
…
本
法
施
行
日
前
の
事
項
に
つ
い
て
も
こ
れ
を
適
用
す
る
」（
遡
及
適
用
）
と
定
め
て
い
る
か
ら
、
本
件
に
お
い
て
不
法
行
為
の
準
拠
法
と
し

て
適
用
さ
れ
る
の
は
現
行
韓
国
民
法
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
二
〇
一
三
年
ソ
ウ
ル
高
等
法
院
判
決
・
日
本
語
訳
・
前
掲
注
（
34
）
七
─
八

頁
。

大
阪
地
判
平
成
一
三
年
三
月
二
七
日
・
前
掲
注
（
60
）。

仮
に
日
韓
併
合
条
約
が
当
初
か
ら
無
効
で
あ
り
、
一
九
一
〇
〜
四
五
年
ま
で
の
日
本
に
よ
る
朝
鮮
半
島
統
治
が
国
際
法
上
の
権
原
を
欠
く
違

法
な
統
治
だ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
発
生
す
る
の
は
日
本
国
の
韓
国
に
対
す
る
国
際
法
上
の
国
家
責
任
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
に
つ
い

て
、
民
間
企
業
が
韓
国
人
に
対
し
て
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
い
わ
れ
は
な
い
。

（
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）

（
107
）

（
108
）

（
109
）
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本
件
の
原
告
ら
が
旧
日
本
製
鐵
の
製
鉄
所
で
労
働
に
従
事
す
る
に
至
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
本
稿
二
1
（
六
九
巻
六
号
四
四
─
四
五
頁
）

参
照
。光

州
高
等
法
院
第
二
民
事
部
二
〇
一
五
年
六
月
二
四
日
判
決
。
な
お
、
本
判
決
は
大
法
院
の
二
〇
一
八
年
一
一
月
二
九
日
判
決
に
よ
り
上
告

が
棄
却
さ
れ
確
定
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
判
決
の
日
本
語
訳
と
し
て
、「
法
律
事
務
所
の
資
料
棚
」
内
の
「
韓
国
戦
後
補
償
裁
判
総
覧
」・
前
掲
注

（
2
）
を
参
照
。

光
州
高
等
法
院
第
二
民
事
部
二
〇
一
五
年
六
月
二
四
日
判
決
・
前
掲
注
（
111
）、
日
本
語
訳
一
六
頁
［
傍
点
引
用
者
］。

同
上
、
二
二
頁
。

韓
国
語
原
文
・
前
掲
注
（
2
）
一
二
─
一
三
頁；

日
本
語
訳
・
前
掲
注
（
2
）
三
二
五
頁
。

こ
の
よ
う
に
理
解
し
た
場
合
、「
日
本
政
府
の
韓
半
島
に
対
す
る
不
法
な
植
民
支
配
及
び
侵
略
戦
争
の
遂
行
と
直
結
し
た
日
本
企
業
の
反
人

道
的
な
不
法
行
為
を
前
提
と
す
る
強
制
動
員
被
害
者
の
日
本
企
業
に
対
す
る
慰
謝
料
請
求
権
」
と
い
う
大
法
院
判
決
の
定
式
の
う
ち
、「
不
法
な

植
民
支
配
…
…
と
直
結
」
と
い
う
部
分
は
説
明
が
付
く
が
、「
侵
略
戦
争
の
遂
行
と
直
結
」
と
い
う
部
分
の
説
明
は
付
か
な
い
。
判
決
全
体
の
趣

旨
か
ら
考
え
て
も
、「
侵
略
戦
争
の
遂
行
と
直
結
」
の
部
分
は
、
結
論
を
導
く
上
で
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
な
お
、「
日
本
政

府
の
韓
半
島
に
対
す
る
不
法
な
植
民
支
配
…
…
と
直
結
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
本
文
で
述
べ
た
理
解
に
関
し
て
は
、
研
究
会
や
学
会
で

の
報
告
に
お
い
て
、
当
時
の
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
労
働
力
動
員
の
実
態
と
か
け
離
れ
て
い
る
と
の
指
摘
を
受
け
た
。
す
な
わ
ち
、
朝
鮮
半
島
に
お

い
て
国
民
徴
用
令
に
基
づ
く
狭
義
の
「
徴
用
」
が
実
施
さ
れ
る
前
に
は
、「
募
集
」
方
式
お
よ
び
「
官
斡
旋
」
方
式
に
よ
り
労
働
力
が
集
め
ら
れ

て
い
た
が
（
本
稿
二
1
、
六
九
巻
六
号
四
三
─
四
四
頁
参
照
）、
そ
の
際
に
は
、
警
察
官
そ
の
他
の
日
本
の
国
家
機
関
に
よ
る
物
理
的
強
制
が
用

い
ら
れ
て
い
た
と
言
わ
れ
る
。
山
本
ほ
か
・
前
掲
注
（
34
）
四
八
頁
参
照
。
し
か
し
、
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
、
日
本
の
国
家
機
関
に
よ
る
積
極

的
な
関
与
が
あ
っ
た
こ
と
を
あ
ま
り
強
調
し
す
ぎ
る
と
、
責
任
を
と
る
べ
き
な
の
は
民
間
企
業
で
は
な
く
て
日
本
国
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り

か
ね
な
い
。
同
様
に
、
被
告
が
原
告
ら
を
物
理
的
に
強
制
し
て
日
本
の
製
鉄
所
に
連
行
し
た
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
と
、
そ
の
行
為
は
日
本
に

よ
る
植
民
地
支
配
が
違
法
だ
ろ
う
が
合
法
だ
ろ
う
が
成
立
す
る
不
法
行
為
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
を
日
韓
請
求
権
協
定
の
適
用
対
象
か
ら
除

外
す
る
理
由
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

な
ぜ
そ
ん
な
に
包
括
的
に
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
は
あ
り
、
こ
の
疑
問
に
も
答
え
な
け
れ
ば
本
稿
で
述
べ
た
請
求
権
協
定
の

解
釈
は
十
分
に
説
得
的
に
は
な
ら
な
い
。
敗
戦
国
が
領
土
権
を
放
棄
す
る
地
域
の
住
民
が
敗
戦
国
・
敗
戦
国
民
に
対
し
て
も
っ
て
い
る
権
利
の
処

（
110
）

（
111
）

（
112
）

（
113
）

（
114
）

（
115
）

（
116
）
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理
に
つ
い
て
、
例
え
ば
対
イ
タ
リ
ア
平
和
条
約
は
、
イ
タ
リ
ア
に
あ
る
者
と
割
譲
地
域
に
あ
る
者
と
の
間
の
債
務
は
割
譲
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け

な
い
と
定
め
て
い
る
（
前
掲
注
（
84
）
参
照
）。
つ
ま
り
、
対
イ
タ
リ
ア
平
和
条
約
で
は
、
イ
タ
リ
ア
人
（
日
韓
請
求
権
協
定
で
言
え
ば
日
本
人

に
相
当
）
が
割
譲
地
域
住
民
（
日
韓
請
求
権
協
定
で
言
え
ば
韓
国
人
に
相
当
）
に
対
し
て
負
っ
て
い
る
債
務
（
新
日
鉄
住
金
事
件
で
言
え
ば
不
法

行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
支
払
い
債
務
）
を
、
処
理
せ
ず
に
そ
の
ま
ま
残
し
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
日
韓
請
求
権
協
定
は
そ
う
し
な
か
っ
た
の
か
。

こ
の
点
の
解
明
は
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。

［
付
記
］
本
稿
は
、JSPS

科
研
費JP17K

03385

お
よ
び
二
〇
二
〇
年
度
公
益
財
団
法
人
野
村
財
団
社
会
科
学
助
成
に
基
づ
く
研
究
成
果
の
一
部
を

含
ん
で
い
る
。

［
訂
正
］
六
九
巻
六
号
掲
載
の
本
稿
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
の
で
訂
正
し
ま
す
。

五
八
頁
左
か
ら
六
行
目

（
誤
）
…
…
「
二
〇
一
三
年
大
法
院
判
決
・
日
本
語
訳
」
…
…

（
正
）
…
…
「
二
〇
一
二
年
大
法
院
判
決
・
日
本
語
訳
」
…
…
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